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平成２８年川西町議会第２回定例会会議録 (開 会) 

 招集年月日 平成２８年６月９日 
 

 招集の場所 川西町役場議場 
 

 開 会      平成２８年６月９日午前１０時宣告 
 

 出 席 議 員      １番  松村定則   ２番  安井知子   ３番  福西広理  
 

  ４番  伊藤彰夫   ５番  石田三郎   ６番  今村榮一  
 

  ７番  松本史郎   ８番  寺澤秀和   ９番  森本修司  
 

  10番  中嶋正澄   11番  芝  和也   12番   大植  正  
 

 欠 席 議 員       
 

 地方自治法第 町長 竹村匡正    副町長 森田政美 
 

 121条の規定 教育長 山嶋健司   理事 藤井隆弘  
 

 により説明の 福祉部長 下間章兆  会計管理者 奥 隆至  
 

 ため出席した  教育次長 栗原 進  水道部長 福本哲也 
 

 者の職氏名  総務部長 西村俊哉  総務課長 大西成弘  

   住民保険課長 岡田充浩  健康福祉課長 吉岡秀樹 
 

  
  

 

 

    
 

 本会議に職務 議会事務局長 安井洋次 
 

 のため出席し 議会事務局 松本雅司 
 

 た者の職氏名 モニター係 野口明日香 
 

 本日の会議に 別紙議事日程に同じ 
 

 付した事件  
 

 会 議 録 署 名       議長は会議録署名議員に次の２人を指名した 
 

 議員の氏名      ２番 安井知子 議員 ３番 福西広理 議員 
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川西町議会第２回定例会（議事日程） 
   

平成２８年６月９日（木）午前10時00分開会 

日 程 議案番号 件           名 

   

第１  会議録署名議員の指名 

   

第２  会期の決定 

   

第３ 選挙第１号 議長選挙について 

   

第４ 選挙第２号 副議長選挙について 

   

第５ 選挙第３号 議会選出の委員の選挙について（式中組合議員） 

   

第６ 選挙第４号 山辺・県北西部広域環境衛生組合議会議員の選出について 

   

第７ 選挙第５号 奈良県広域消防組合議会議員の選出について 

   

第８ 選挙第６号 国保中央病院組合議会議員の選出について 

   

第９  諸報告 

   議会報告 

 報告第２号 平成27年度川西町一般会計繰越明許費繰越計算書 

 報告第３号 平成27年度川西町介護保険事業勘定特別会計繰越明許費繰越計算書 

 報告第４号 定期監査報告について 

   

第10  一般質問 

   

第11 承認第４号 平成27年度川西町一般会計補正予算の専決処分について 

   

第12 承認第５号 平成27年度川西町国民健康保険特別会計補正予算の専決処分について 

   

第13 承認第６号 平成27年度川西町介護保険事業勘定特別会計補正予算の専決処分につい

て 

   

第14 承認第７号 平成27年度川西町公共下水道事業特別会計補正予算の専決処分について 

   

第15 承認第８号 平成27年度川西町水道事業会計補正予算の専決処分について 

   

第16 承認第９号 平成28年度川西町住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算の専決処

分について 
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第17 承認第10号 固定資産評価審査委員会条例等の一部を改正する条例の専決処分につい

て 

   

第18 承認第11号 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の専決処分につ

いて 

   

第19 承認第12号 川西町税条例の一部を改正する条例の専決処分について 

   

第20 承認第13号 川西町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の専決処分について 

   

第21 承認第14号 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例の専

決処分について 

   

第22 議案第35号 平成28年度川西町一般会計補正予算について 

   

第23 議案第36号 平成28年度川西町国民健康保険特別会計補正予算について 

   

第24 議案第37号 ぬくもりの郷グループホーム条例の一部改正について 

   

第25 議案第38号 川西町道路線の認定について 

   

第26 同意第１号 川西町公平委員会委員の選任について 

   

第27 同意第２号 川西町固定資産評価審査委員会委員の選任について 

   

第28 同意第３号 監査委員（議員）の選任について 
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（午前１０時００分   開会）  

議   長（寺澤秀和君）   皆さん、おはようございます。  

これより平成２８年川西町議会第２回定例会を開会いたします。  

ただいまの出席議員は１２名で、定足数に達しております。よって議会は成立

いたしましたので、これより会議を開きます。  

町長より定例会招集についての挨拶を受けることにいたします。  

町長。  

町   長（竹村匡正君）   皆様、おはようございます。  

本日ここに、平成２８年川西町議会第２回定例会を招集いたしましたところ、

議員各位におかれまして は、公私何かと御多忙の中にもかかわらず 御出席をいた

だき、まことにありがとうございます。  

また、平素より町政運営に関しまして格別の御理解、御協力を賜っておりますことに厚

く御礼申し上げます。 

本定例会につきましては、平成 ２７年度及 び平成２ ８年度補 正 予算や条例改正 な

どの専決１１件を含めて 、平成２８年度一般会計及び特別会計補正予算案、条例

の改正、人事同意案など、合計１７議案の 案件につきまして御審議をお願いする

ものでございます。  

何とぞよろしく御審議いただきますようお願い申し上げまして、開会の御挨拶

とさせていただきます。どうぞよろしくお願い申し上げます。  

議   長（寺澤秀和君）   日程第１、会議録署名議員の指名を行います。  

会議録署名議員は、会議規則第１２７条の規定によって、２番  安井知子君及び３

番 福西広理君を指名いたします。  

日程第２、会期の決定についてを議題といたします。  

お諮りいたします。  

本定例会の会期は、本日より１７日までの ９日間といたしたいと思いますが、

これに御異議ございませんか。  

           （「異議なし」と呼ぶ者あり）  

議   長（寺澤秀和君）   異議なしと認め、本定例会の会期は、本日より １７日まで

の９日間と決定いたします。  

（議長席  議長退席）  

議会事務局長（安井洋次君）   ただいま議長より辞職願が提出され、降壇されました

ので、伊藤副議長、議長席にお着きください。  

（議長席  副議長着席）  

副  議  長（伊藤彰夫君）   ただいまから議長代行を務めさせていただきます。  

    議長  寺澤秀和君より議長の辞職願が提出されましたので、議長辞職についてお

諮りいたします。  

    寺澤秀和君、退席をお願いします。  

（寺澤秀和君  退席）  

副  議  長（伊藤彰夫君）   お諮りいたします。  
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寺澤秀和君の議長辞 職願の朗読を省略し 、議長の辞職を許可 することに御異議

ございませんか。  

           （「異議なし」と呼ぶ者あり）  

副  議  長（伊藤彰夫君）   異議なしと認めます。よって、 寺澤秀和君の議長の辞職を

許可することに決定いたしました。  

    寺澤秀和君に自席に着席していただきますので、しばらくお待ちください。  

（寺澤秀和君  入場）  

副  議  長（伊藤彰夫君）   寺澤秀和君より、議長辞任の挨拶がございます。  

    寺澤秀和君。  

８番議員（寺澤秀和君）   議長辞職に際しまして、一言お礼申し上げます。  

    議員皆様方に は、１年間議会運営 並びに議会活動にいろいろお世話になり、 あ

りがとうございました。未熟な議長ではございましたけれども、議員各位を初め

理事者皆様方の深い御理解と御支援をいただき、議会運営、議会活動も円滑に運

ぶことができました。この場をおかりして深く感謝申し上げ、お礼申し上げます。  

    これから も一議員として川西町のために頑張っていきたいと思 っておりますの

で、これからもよろしくお願いを申し上げ、挨拶にかえさせていただきます。  

本当にありがとうございました。（拍手）  

副  議  長（伊藤彰夫君）   お諮りいたします。  

議長が辞任されましたので、この際、追加議案として議長選挙を日程に追加し、

日程の順序を変更し、直ちに議題とすることに御異議ございませんか。  

           （「異議なし」と呼ぶ者あり）  

副  議  長（伊藤彰夫君）   異議なしと認め、日程第３といたします。  

    暫時休憩いたします。  

（午前１０時０８分  休憩）  

────────────────── 

（午前１０時１２分  再開）  

副  議  長（伊藤彰夫君）   これより再開いたします。  

日程第３、選挙第１号、議長選挙について。ただいまより議長選挙 を行います。  

お諮りいたします。  

議長選挙の方法につ いては、地方自治法 第１１８条第２項の 規定により、指名

推選にしたいと思います。これに御異議ございませんか。  

           （「異議なし」と呼ぶ者あり）  

副  議  長（伊藤彰夫君）   異議なしと認めます。よって、 選挙の方法は、指名推選で

行うことに決定いたしました。  

お諮りいたします。  

指名の方法について は、副議長が指名す ることにいたしたい と思います。これ

に御異議ございませんか。  

（「異議なし」と呼ぶ者あり）  

副  議  長（伊藤彰夫君）   異議なしと認めます。よって、副議長が指名することに決
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定いたしました。  

議長に森本修司君を指名いたします。  

お諮りいたします。  

ただいま指名いたし ました森本修司君を 議長の当選人と定め ることに御異議ご

ざいませんか。  

           （「異議なし」と呼ぶ者あり）  

副  議  長（伊藤彰夫君）   異議なしと認めます。よって、 ただいま指名いたしました

森本修司君が議長に当選されました。  

ただいま議長に当選 されました森本修司 君が議場におられま すので、会議規則

第３３条第２項の規定により、当選の告知をいたします。  

当選人発言を求めます。  

森本修司君。  

９番議員（森本修司君）   ただいま 各議員の御推挙によりまして、議長という重責に

就くことになりました。  

未熟な私でございま すが、 川西町の発展 と町民のよりよい生 活の実現のため、

精神誠意円滑な議会運営に努める所存でございます。地方分権が進展し、地方議

会の役割がますます重要になっていく中、議会の使命達成のため、全力を傾注し

てまいります。  

    今後とも議員皆様、理事者の方々の温かい御支援並びに御指導、御鞭撻を賜り

ますようお願い申し上げまして、簡単ではございますが、就任の挨拶にかえさせ

ていただきます。  

    ありがとうございました。（拍手）  

副  議  長（伊藤彰夫君）   これをもって私の職務は終了いたしました。 御協力ありが

とうございました。  

議長席を森本議長と交代いたします。議長、議長席にお着き願います。  

（議長席  副議長退席、議長着席）  

議   長（森本修司君）   ただいま副議長  伊藤彰夫君より副議長の辞職願が提出され

ましたので、この際、副議長辞職についてお諮りいたします。  

伊藤彰夫君、退席をお願いいたします。  

（伊藤彰夫君  退席）  

議   長（森本修司君）   お諮りいたします。  

伊藤彰夫君の副議長 辞職願の朗読を省略 し、副議長辞職を許 可することに御異

議ございませんか。  

           （「異議なし」と呼ぶ者あり）  

議   長（森本修司君）   異議なしと認めます。よって、 伊藤彰夫君の副議長の辞職

を許可することに決定いたしました。  

    伊藤彰夫君に自席に着席していただきますので、しばらくお待ちください。  

（伊藤彰夫君  入場）  

議   長（森本修司君）   伊藤彰夫君より、副議長辞任の挨拶がございます。  
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    伊藤彰夫君。  

４番議員（伊藤彰夫君）   昨年５月 に皆様方より副議長という重責に 推挙いただき、

今日まで皆様方の温かい御支援、御協力をいただき、無事に職務を全うできまし

た。本席をおかりしまして、厚く御礼申し上げます。  

今後とも町政進展の ため 、より一層尽力 してまいりますので 、よろしくお願い

申し上げます。  

簡単ではございますが、辞任の挨拶といたします。  

まことにありがとうございました。（拍手）  

議   長（森本修司君）   お諮りいたします。  

副議長が辞任されま したので、この際、 追加議案として副議 長選挙を日程に追

加し、日程の順序を変更し、直ちに議題とすることに御異議ございませんか。  

           （「異議なし」と呼ぶ者あり）  

議   長（森本修司君）   異議なしと認め、日程第４といたします。  

    暫時休憩いたします。  

（午前１０時１６分  休憩）  

────────────────── 

（午前１０時５０分  再開）  

議   長（森本修司君）   ただいまより再開いたします。  

日程第４、選挙第２ 号、 副議長選挙につ いて。ただいまより 副議長選挙 を行い

ます。  

お諮りいたします。  

選挙の方法について は、 地方自治法第１ １８条第２項の規定 により、指名推選

により行いたいと思いますが、これに御異議ございませんか。  

           （「異議なし」と呼ぶ者あり）  

議   長（森本修司君）   異議なしと認めます。よって、 選挙の方法は、 指名推選 で

行うことに決定いたしました。  

お諮りいたします。  

指名の方法について は、議長において指 名することにいたし たいと思います。

これに御異議ございませんか。  

（「異議なし」と呼ぶ者あり）  

議   長（森本修司君）   異議なしと認めます。よって、議長において指名すること

に決定いたしました。  

副議長に安井知子君を指名いたします。  

お諮りいたします。  

ただいま指名いたし ました 安井知子君を 副議長の当選人と定 めることに御異議

ございませんか。  

           （「異議なし」と呼ぶ者あり）  

議   長（森本修司君）   異議なしと認めます。よって、 ただいま指名いたしました

安井知子君が副議長に当選されました。  
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ただいま副議長に当 選されました 安井知 子 君が議場におられ ますので、会議規

則第３３条第２項の規定により告知いたします。  

当選人発言を求めます。  

安井知子君。  

２番議員（安井知子君）   このたび 、議員皆様方の推挙によりまして、副議長の要職

に就任させていただくことになりましたことは、大変名誉なことであり、感激い

たしているところでございます。  

議長のもと、皆様方 の御指導と御助言を いただきながら、そ の職責を全うする

よう、一生懸命努めさせていただくつもりです。  

議員各位並びに理事 者の方々の御支援と 御鞭撻をお願い申し 上げま して、就任

の御挨拶といたします。  

ありがとうございました。（拍手）  

議   長（森本修司君）   続きまして、お諮りいたします。  

川西町・三宅町式下 中学校組合議会議員 であります 寺澤秀和 君、伊藤彰夫君よ

り辞任願が提出されましたので、この際、 川西町・三宅町式下中学校組合議会議

員の辞任を許可することに御異議ございませんか。  

        （「異議なし」と呼ぶ者あり）  

議   長（森本修司君）   異議なしと認めます。よって、辞任願の朗読を省略し、川

西町・三宅町式下中学校組合議会議員の辞任の件を許可することに決しました。  

お諮りいたします。  

ただいま欠員となり ました議会選出の議 員の選挙についてを 日程に追加し、議

題とすることに御異議ございませんか。  

           （「異議なし」と呼ぶ者あり）  

議   長（森本修司君）   異議なしと認めます。よって、本案件を日程第５に追加し、

議題とすることに決しました。  

なお、今回は１名の選出となります。  

お諮りいたします。  

選挙の方法につきま しては、地方自治法 第１１８条第２項の 規定により、指名

推選の方法によりたいと思いますが、これに御異議ございませんか。  

           （「異議なし」と呼ぶ者あり）  

議   長（森本修司君）   異議なしと認めます。よって、選挙の方法は、指名推選に

よることに決しました。  

お諮りいたします。  

指名の方法は、議長 において指名するこ とにしたいと思いま すが、これに御異

議ございませんか。  

           （「異議なし」と呼ぶ者あり）  

議   長（森本修司君）   異議なしと認めます。よって、議長が指 名することに決し

ました。  

川西町・三宅町式下中学校組合議会議員に伊藤彰夫君を指名いたします。  
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お諮りいたします。  

ただいま指名いたし ました議員を川西町 ・三宅町式下中学校 組合議会議員の当

選人と定めることに御異議ございませんか。  

           （「異議なし」と呼ぶ者あり）  

議   長（森本修司君）   異議なしと認めます。よって、ただいま指名いたしました

議員が当選されました。  

ただいま当選されま した 伊藤議員が議場 におられますので、 会議規則第３３条

第２項の規定により、当選人の告知をいたします。  

続きまして、日程第 ６、 選挙第４号、山 辺・県北西部広域環 境衛生組合議会 議

員の選出について。本案は、山辺・県北西部広域環境衛生組合規約第５条第１項

の規定により、町議会議員から１名選出するものであります。  

お諮りいたします。  

選出方法につきまし ては、地方自治法第 １１８条第２項の規 定により、指名推

選の方法によりたいと思いますが、御異議ございませんか。  

           （「異議なし」と呼ぶ者あり）  

議   長（森本修司君）   異議なしと認めます。よって、選挙の方法は、指名推選に

よることに決しました。  

お諮りいたします。  

指名の方法は、議長 において指名するこ とにいたしたいと思 いますが、これに

御異議ございませんか。  

           （「異議なし」と呼ぶ者あり）  

議   長（森本修司君）   異議なしと認めます。よって、議長が指名することに決し

ました。  

山辺・県北西部広域環境衛生組合議会議員に森本修司を指名いたします。  

お諮りいたします。  

ただいま指名いたし ました森本修司を山 辺・県北西部広域環 境衛生組合議会議

員の当選人と定めることに御異議ございませんか。  

           （「異議なし」と呼ぶ者あり）  

議   長（森本修司君）   異議なしと認めます。よって、ただいま指名いたしました

森本修司が当選しました。  

続きまして、日程第 ７、選挙第５号、奈 良県広域消防組合議 会議員の選出につ

いて。本案は、奈良県広域消防組合規約第５条第１項の規定により、町長または

議員の中から１名選出するものであります。  

お諮りいたします。  

選出方法につきまし ては、地方自治法第 １１８条第２項の規 定により、指名推

選の方法によりたいと思いますが、御異議ございませんか。  

           （「異議なし」と呼ぶ者あり）  

議   長（森本修司君）   異議なしと認めます。よって、選挙の方法は、指名推選に

よることに決しました。  
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お諮りいたします。  

指名の方法は、議長 において指名するこ とにいたしたいと思 いますが、これに

御異議ございませんか。  

           （「異議なし」と呼ぶ者あり）  

議   長（森本修司君）   異議なしと認めます。よって、議長が指名することに決し

ました。  

奈良県広域消防組合議会議員に中嶋正澄君を指名いたします。  

お諮りいたします。  

ただいま指名いたし ました中嶋議員を奈 良県広域消防組合議 会議員の当選人と

定めることに御異議ございませんか。  

           （「異議なし」と呼ぶ者あり）  

議   長（森本修司君）   異議なしと認めます。よって、ただいま指名いたしました

議員が当選されました。  

ただいま当選されま した中嶋議員が議場 におられますので、 会議規則第３３条

第２項の規定により、当選人の告知をいたします。  

続きまして、日程第 ８、選挙第６号、国 保中央病院組合議会 議員の選出につい

て。本案は、国保中央病院組合規約第５条第１項の規定により、町議会議員 の中

から２名を選出するものであります。  

お諮りいたします。  

選出方法につきまし ては、地方自治法第 １１ ８条第２項の規 定により、指名推

選の方法によりたいと思いますが、これに御異議ございませんか。  

           （「異議なし」と呼ぶ者あり）  

議   長（森本修司君）   異議なしと認めます。よって、選挙の方法は、指名推選に

よることに決しました。  

お諮りいたします。  

指名の方法は、議長 において指名するこ とにいたしたいと思 いますが、これに

御異議ございませんか。  

           （「異議なし」と呼ぶ者あり）  

議   長（森本修司君）   異議なしと認めます。よって、議長が指名することに決し

ました。  

国保中央病院組合議会議員に石田三郎君と松本史郎君を指名いたします。  

お諮りいたします。  

ただいま指名いたし ました議員を国保中 央病院組合議会議員 ２名の当選人と定

めることに御異議ございませんか。  

           （「異議なし」と呼ぶ者あり）  

議   長（森本修司君）   異議なしと認めます。よって、ただいま指名いたしました

議員が当選されました。  

ただいま当選されま した石田議員と松本 議員が議場におられ ますので、会議規

則第３３条第２項の規定により、当選人の告知をいたします。  
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日程第第９、諸報告に入ります。  

行政報告として、森 本修司、安井知子君 の議長・副議長の就 任に伴い、総務建

設経済委員会委員  寺澤秀和君が厚生委員に、厚生委員会委員  森本修司 が総務建

設経済委員会委員に、それぞれ選任されました。  

続いて、議会運営委 員会においても 、就 任に伴い、松村定則 君 が副委員長に、

今村榮一君、伊藤彰夫君が委員に選任されました。  

また、駅周辺整備特別委員会委員長  森本修司の辞任に伴い、伊藤彰夫君が委員

長に選任されました。  

次に、町長より行政 報告として、 報告第 ２号及び報告第３号 で、地方自治法施

行令第１４６条第２項の繰越明許費繰越計算書をお手元に配付 のとおりでござい

ますので、御清覧おき願います。  

次に、報告第４号、 平成２８年３月から 平成 ２８年５月期ま での例月出納検査

の結果報告を中嶋監査委員より求めます。  

中嶋監査委員。  

監査委員（ 中嶋正澄君）   監査報告。平成２８年３月から平成２８年５月期に実施い

たしました例月監査の結果を御報告申し上げます。  

木村監査委員とともに、 地方自治法第２３５条の２第１項並び に地方公営企業

法第２７条の２第１項の規定により、平成 ２７年度及び２８年度の川西町一般会

計、特別会計並びに水道事業会計の出納及び予算の執行状況 につきまして、会計

管理者並びに水道部長に必要な調書の提出を求め 、関係帳簿及び証拠書類を対照

しながら説明を受け、厳正なる審査を実施いたしました結果、各会計における予

算の執行並びに現金の出納・保管などにつ いては、過誤もなく適正に行われてい

るものと認めましたので、ここに御報告申し上げます。  

議   長（森本修司君）   以上で諸報告を終わります。  

続きまして、日程第４、一般質問に入ります。  

順次質問を許します。  

４番議員  伊藤彰夫君。  

４番議員（伊藤彰夫君）   伊藤です。議長の許可を得ましたので、質問いたします。  

さきに通告してありますように、障害者差別解消法についてであります。  

平成２５年６月に、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律、いわゆ

る障害者差別解消法が制定され、平成２８年４月から施行されています。また、

奈良県においても、障害のある人もない人もともに暮らしやすい社会づくり条例

が制定され、同じく平成２８年４月から施行されています。これらは、平成１８

年１２月に国連総会において障害者権利条約が採択されたことの流れを くむもの

で、あらゆる障害者の尊厳と権利を保障するための条約で、２１世紀では初の国

際人権法に基づく人権条約と言われています。我が国も平成２６年１月に障害者

権利条約の批准国になっています。  

これまでは、国や地方自治体が 、障害者支援事業として障害者医療や障害者福

祉などの制度に取り組んできました。本町においても、平成１９年に障害者計画
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がスターとし、平成２７年３月には第４期川西町障害福祉計画が策定され、障害

者を対象とした福祉サービスが推進されています。  

今回施行された障害者差別解消法では、対象者は障害者手帳を持っている人だ

けではなく、身体に障害のある人、知的障害のある人、精神障害のある人、発達

障害のある人、その他心や体の働きに障害のある人で、日常生活や社会生活の中

にあるバリアによって相当な制限を受けている人全てが対象になっています。そ

して、この法律では、不当な差別的取り扱いの禁止と合理的配慮の提供を、国、

都道府県、市町村などの役所や会社、お店などの民間事業者にも求めています。

つまり、障害を理由とする社会的差別の禁止と社会的バリアに対して、負担の重

くならない範囲で対応に努めることを求めています。さらに、自治体職員の対応

要領や民間事業者の対応指針の策定に努めることも求めています。また、奈良県

条例では、県と市町村との連携もうたわれています。  

そこで、本町の障害者差別解消法の施行に対して町長のお考えをお尋ねします。  

まず１点目は、不当な差別的取り扱いの禁止と合理的配慮の提供について、本

町ではどのように取り組んでいるのでしょうか。  

２つ目は、この法律や奈良県条例の趣旨を広く理解していただくために、民間

事業者や町民の方々への啓発も必要と思いますが、どうでしょうか。  

以上、御答弁願います。  

議   長（森本修司君）   町長。  

町   長（竹村匡正君）   伊藤議員の御質問にお答えいたします。  

障害者差別解消法についてでございます。  

川西町では、障害を 理由とする差別の解 消等に関する施策を 総合的かつ計画的

に実施するため、平成２７年１２月第４回定例会 で安井議員からの一般質問に回

答いたしましたとおり、障害のある人、ない人がともに理解し合い、支え合う地

域社会を構築するための住民参加型の奈良県が推進している運動、まほろば 「あ

いサポート運動」に取り組んでいます。この運動は、障害の内容 ・特性、障害の

ある方が困っていること、配慮の仕方やちょっとした手助けの方法などを知って

いただき実践する「あいサポーター」を養成する運動です。この運動を全職員対

象に実施し、まほろば「あいサポート団体」の認定を受け、全職員にあいサポー

ト バ ッ ジ の 着 用 も 推 奨 し 、 意 識 改 善 及 び 障 害 学 習 を 行 っ て い ま す 。 一 般 住 民 の

方々、民生児童委員の皆様、ＬＤ研究会の皆様にも実施し、住民の皆様への周知

なども進めております。  

役場の窓口では、住 民対応研修の受講や 対応マニュアルを作 成し、住民対応の

向上に努めております。障害担当の窓口では、 「障害者福祉のあんない」を作成

し、少しでも障害のある人、ない人にわかりやすい 、温かい対応に努めておりま

す。  

また、関係団体など と話し合いをし、常 に調査 ・検討しなが ら、できることか

ら取り組んでいますことについても御報告させていただきました。  

さらに今年度は、全 職員対象に、障害者 差別解消法、障害の ある人もない人も
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ともに暮らしやすい社会づくり奈良県条例の理解と不当な差別的取り扱いの禁止、

合理的配慮の提供を中心とした具体的な障害を理由とする不利益な取り扱いや望

ましい合理的配慮に関する職員対応研修を、奈良県健康福祉部障害福祉課より 講

師を招き、６月２１日に実施します。昨年度業務等で受講できなかった職員と新

たな住民を対象に、まほろば「あいサポート運動」をさらに推進します。  

また、７月には、奈 良県と川西町が連携 して、企業にもまほ ろば「あいサポー

ト企業」になっていただけるよう働きかけを行い、活力プラン「安心して暮らせ

るまちづくり」のさらなる実現のため、これからも障害を理由とする差別の解消

等に関する施策を進めていく予定でございます。  

以上です。  

議   長（森本修司君）   伊藤彰夫議員。  

４番議員（伊藤彰夫君）   本町では、職員研修などに早速取り組んでいただいている

とのこと。今後とも継続して不当な差別的取り扱いの禁止と合理的配慮の提供を

進めていただきたいと思います。  

また、まほろば「あ いサポート運動」に は私も参加しており ます。できるだけ

多くの方々が参加できるように、これからも広報啓発により一層努めていただき

たい。企業に関しましても、国や県の施策とも協力し合いながら、障害のある人

たちの自立支援に努めていってもらいたいと思います。  

以上で質問を終わります。  

議   長（森本修司君）   続きまして、２番議員  安井知子君。  

２番議員（安井知子君）   議長の許可を得まして、発言させていただきます。  

子どもが抱える貧困を考える。  

今、子どもの６人に １人が貧困に陥って いるとのこと。「は て、この飽食の時

代に」と思われませんか。テレビでは、子ども食堂の必要性が報道されていまし

た。平成２８年４月、国連児童基金発表の経済協力開発機構や欧州連合加盟国４

１カ国の子どものいる世帯の格差を数値化し、順位づけした報告で、日本は３４

位で、子どもの貧困率が高いとのこと。ちなみに、 韓国は１５位、アメリカは３

０位でした。安倍首相自らが発起人となる民間基金も、寄附金は約３ ,０００万円

どまりで、大口寄附がない。  

平成２７年４月に提 起されました 子供の 未来応援基金は、個 人や団体の寄附で

基金をつくり、貧困対策に携わるＮＰＯなどへ の助成を主な事業とし、子どもの

居場所づくり、学習支援、食事提供、児童養護施設を退所した若者の就学援助な

ど、草の根活動を支援し、強化することを想定されていますが、まだまだ周知さ

れていません。  

平成２８年５月、日 本財団は、貧困状態 にある子どもを総合 的に支援する拠点

を今年１１月から埼玉県戸田市に開設し、５年で５０億円を投じて全国に１００

拠点の設置を目指すとしています。拠点を家や学校でもない第三の居場所と位置

づけし、市と連携し、安い料金で学力や体力の両面から支援する予定とのこと。

一方、奈良県は、対策計画素案として、子どもへの支援、家庭への支援、福祉・
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教育など行政と地域の連携推進の三本柱を立てられました。また、県の調査に基

づく試算で、経済的貧困状況にある県内の１８歳以下の子ども数は、就学援助受

給者１万２ ,５２９人、高校生等奨学給付金受給者１ ,７７９人、就学前児童の 就

学援助受給者７ ,１５０人、計約２万１ ,５００人、これらの子どもへのリスクと

して、学力・就学格差、就労形態や賃金の格差につながり、貧困の連鎖につなが

ります。家庭に対してでなく、子どもに直接届く支援が必要と考えられてきてい

ます。  

私も三度の食事を十 分にとれていない子 どもを知っています が、個人が手を差

し伸べることの難しさを感じています。また、犯罪にかかわる危険性も考えなけ

ればなりません。いかに誰がアンテナを張り、手を差し伸べるのか、川西町での

支援の方法と、その件数はどれぐらいでしょうか。今後、川西町独自の子ども未

来応援基金のような基金設置は考えられないでしょうか。町長の御所見をお願い

いたします。  

議   長（森本修司君）   町長。  

町   長（竹村匡正君）   安井議員の御質問にお答えいたします。  

「子どもが抱える貧困を考える」についてでございます。  

子どもの貧困対策に ついては、 子供の貧 困対策に関する大綱 において、教育の

支援、生活の支援、保護者に対する就労の支援、経済的支援などが当面の重点施

策とされており、福祉部で現在実施している主な子育て世帯等に対する経済的援

助といたしましては、１、児童手当（５６１世帯、９５４人 ）、２、児童扶養手

当（７５世帯、１２２人）、３、子ども医療費助成（乳幼児３５２人、小中学生

６０９人の合計９６１人）、４、ひとり親家庭等医療費助成（７１世帯、１８４

人）があり、このほか、健康福祉課においても、障害者福祉サービス利用料、保

育料、学童保育料等について、対象世帯の所得に応じ、自己負担額全額免除や 上

限額の設定など、経済的な援助を実施しております。いずれも申請することによ

り受けることができる制度ですが、申請漏れにより受けていないことのないよう、

窓口での連携の強化に努めているところでございます。  

また、貧困の世代間 連鎖を断ち切るため にも、教育の支援、 保護者の就労支援

及び生活支援などとあわせて実施する必要 がありますので、県等の関係機関と協

力しながら推進する必要があると考えております。  

また、教育委員会に おいても、経済的な 理由により就学が困 難な児童生徒の保

護者に対し、就学に必要な費用の一部（給食費、学用品費等）について援助を行

っております。ちなみに、平成２７年度におきます生活保護法の規定による保護

を受けておられる要保護世帯の児童生徒は、小学校１０名、中学校８名、また、

要保護世帯に準じる困窮世帯として援助を行った準要保護世帯の児童生徒数は、

小学校４１名、中学校２２名で、就学に必要な費用の一部について支給を行いま

した。  

これらの事業の多く は、国費また は県費 の補助を仰いで実施 しておりますが、

私の町政方針の２つ目の柱である「子どもや子育てしている人にとってやさしい
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まちづくり」にのっとって、議員の御質問の子どもの貧困対策はより細 やかに対

応していくべきであることと承知いたしております。そのために、今後必要に応

じて補助・支援制度を整備する場合もあるのかなと考えております。  

そこで、議員御提案 の子ども未来応援基 金の造成についてで ございますが、前

述のような町の助成制度の原資としていく基金としては、既に地域福祉基金があ

りますので、支援制度を実施する際には 、当該基金の活用を考えていきたいと思

っております。  

以上です。  

議   長（森本修司君）   安井知子議員。  

２番議員（安井知子君）   今お聞きしました人数の多さに少し驚いています。現在、

斑鳩町、田原本町、天理市、桜井市におきまして、月１回、カレー３００円等の

こども食堂がなされています。６月からは、奈良市におきまして、おにぎりを１

００円で給付するそうです。これらは何か簡単にできそうに思いますので、どこ

でその子どもたちを見つけるかということのほうが大事だと思うんです。表面的

には出ていないので。そういうことをこれから行政とともに私たちも見つけてい

きたいと思っています。  

終わります。  

議   長（森本修司君）   続きまして、１番議員  松村定則君。  

１番議員（松村定則君）   松村定則でございます。議長の許可をいただきましたので、

質問させていただきます。  

現在高齢化している農業問題の現状と後継者対策についてであります。  

２０１５年農林業センサスの結果では、全国農家数は２１５万５ ,０００戸で、

５年前に比べて１４ .７％減少しています。農業就業人口の平均年齢は６ ６ .４歳

となり、６５歳以上が占める割合は６３ .５％にもなります。川西町でも多くが家

族経営の小さな農家で、働き手は高齢者、後継者がいないのが大半です。  

今後、耕作を断念す る農家が続出する事 態も想定されます。 このことを防ぐ施

策が必要かと思いますが、今後の対策を伺いたいと思います。  

続きまして、大和まほろば広域定住自立圏共生ビジョンについてであります。  

平成２７年３月に定 住自立圏構想の取り 組みが始まり、定住 自立圏形成協定が

締結されましたが、その一つでもあります道路等交通インフラの整備の取り組み

に川西町のコミュニティバス「こすもす号」と天理市の「いちょう号」の相互乗

り入れや接続等の連携がなされると伺っております。川西町から天理市へ、天理

駅から結崎駅へ、双方の住民にとって利便性の向上が期待できます。将来的には

天理駅から結崎駅、そして王寺駅までの接続も期待されております。現在の進捗

状況をお聞かせください。  

以上、よろしくお願いいたします。  

議   長（森本修司君）   町長。  

町   長（竹村匡正君）   松村議員の御質問にお答えいたします。  

まず、農業問題の現状と後継者対策についてでございます。  
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農林業センサスで見 る本町の農家数の 推 移は、２０１０年に ３５７戸だったも

のが２０１５年には３２４戸と、９ .２％減少し、全国農家数に比べますと減少率

は低いですが、減少している結果が出ております。また、農業経営者の平均年齢

は６６歳と、高齢化が進んでおります。  

担い手の高齢化及び 後継者不足には農業 法人の参入や集落営 農組織の設立が有

効な手段と考えられておりますが、川西町の小規模な農地区画や地域性を考えま

すと、農業法人の参画は容易でないのが現状でございます。  

集落営農については 、地域の農業リーダ ーが中心となり、農 家の同意形成をも

とに立ち上げることが必要で、地域の農地を集積・集約しながら作付けされるリ

ーダー的な存在が町内で輩出されることが望まれるところでございます。本町と

しては、先進地の情報収集を行いながら、有利な補助金や交付金を活用できるよ

うにバックアップを図り、集落営農の立ち上げに協力したいと考えておるところ

でございます。  

川西町の農業環境の 現状は、小規模農家 の離農が後を絶たず 、大規模農家への

集積により支えられております。特に、町内１名、町外２名の認定農業者が町全

体を網羅し、作付け要望に応えていただいております。将来的に作付け要望が増

加すると見込まれることから、農地中間管理機構の活用やＪＡ並びに県農林事務

所の紹介を受けながら、近隣市町村を含めた担い手の参入を図り、喫緊の問題に

対応したいと考えております。  

なお、農地中間管理 機構は、国により創 設され、奈良県では 公益財団法人 なら

担い手・農地サポートセンターという名称で活動している公的機関で、農地を貸

したい方、借りたい方の募集・登録を進め、相互マッチングにより農地の有効利

用、耕作放棄地の解消と農業経営の効率化を図ることを目的としております。面

積要件はなく、手数料もかかりませんので、今後ますますの利用が期待されると

ころでございます。  

次に、大和まほろば広域定住自立圏共生ビジョンについてでございます。  

平成２７年９月、大 和まほろば広域定住 自立圏共生ビジョン を策定され、 議員

お述べの結びつきやネットワークの強化に関する政策分野の中に地域公共交通、

協定項目、地域公共交通の維持・活性化の推進が盛り込まれております。事業内

容として、圏域住民の移動手段を確保し、公共交通ネットワークの 強化を図るた

め、コミュニティバスの連絡・接続に向けた運行ルートなどの検討・検証を行う

こととなっております。川西町から天理市内の医療機関に通院されている住民が

多いなどの調査結果がありますことから、川西町と天理市が連携運行することで、

通院時間の短縮及び近隣バス停から天理市内に直行できるなどの利便性が図れる

ものと考えております。  

現状としましては、 当町担当者と天理市 の担当者間で運行ル ートの検討を進め

る中、実際に中型バスを用いて検討路線を走行する実験を実施し、運行ルートの

最終調整を担当者間で行っております。また、利用者負担額、延伸費用などを担

当者レベルで協議しながら、事務局案の作成に取り組んでいる最中でございます。
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引き続き天理市担当者との連携を図り、事務局案を作成し、地域公共交通会議で

審議いただき、一日も早い地域公共交通ネットワークの充実を図るとともに、地

域公共交通が住民の移動手段の足となり、ひいては地域の活性化 につながる、魅

力あるまちづくりを目指してまいりたいと考えております。  

以上です。  

議   長（森本修司君）   続きまして、３番議員  福西広理君。  

３番議員（福西広理君）   議長のお許しを得ましたので、一般質問をさせていただき

ます。  

竹村町長が４つの活 力プランとして掲げ ておられます政策の 一つ「安心して暮

らせるまちづくり」について、２点御質問させていただきます。  

この質問は、今年の １月に行われました 川西小学校６年生に よる子ども議会で

出た質問から抜粋させていただき、質問させていただくものでございます。  

まず、防犯カメラの設置について質問させてもらいます。  

昨年の夏、香芝市に おいて、小学６年生 の児童が商業施設の トイレで連れ去ら

れ、１日以上経過してから無事保護、犯人が逮捕されたという事件が発生しまし

た。この事件はまだ記憶に新しいところですが、全国的にこのような卑劣な事件

が後を絶ちません。本町においてもこのような悪質な事件が起こらないとは言い

切れないわけでございますので、何か対策を打っておかなければならないと考え

ます。  

そこで、犯罪が起こ ったときに早期解決 ができる、また、犯 罪を未然に防ぐ抑

止力の一つとして、防犯カメラ等を設置することを本町は検討しておられるでし

ょうか。例えば町内の民間企業や各種団体と協定を結んで自動販売機に防犯カメ

ラを設置することや、公用車全てにドライブレコーダーを取りつけて防犯カメラ

の代替とすることは、比較的安価にでき、効果がある対策と思いますが、その点

についての町長の考えをお伺いします。  

次に、通学路の安全確保についてであります。  

現在、通学路上にお いて 、空き家のシャ ッターが破損し、強 風時にはかなり危

険な状態になっている箇所の対策を要望しておりますが、所有者の特定が難しい

という理由で対応ができていない状況であります。今後このような所有者不明の

空き家が増え、瓦の落下や塀の倒壊等のおそれがある場所が増えてくると予測で

きますが、人命にかかわると想定できる危険箇所については早急に 対処しなけれ

ばならないと思います。  

条例の制定等を含め、どのように対策をされるか、町長の所見をお伺いします。  

以上、御答弁をお願いいたします。  

議   長（森本修司君）   町長。  

町   長（竹村匡正君）   福西議員の御質問にお答えいたします。  

まず、防犯カメラの設置についてでございます。  

近年、本町におきま しても空き巣や車上 狙いが多発しており ます。川西町にお

ける犯罪件数は、平成２６年度中では６１件、平成２７年度中では５４件となっ



 - 21 - 

ております。このような状況のもとで、防犯協会や自主パトロール隊によるパト

ロールを強化しているほか、子どもの登下校時における見守り隊による活動等の

地道な取り組みを実施していただいております。  

しかし、ますます凶 悪化・多様化する犯 罪を抑止していく有 効な手段として、

防犯カメラの設置は今後検討すべき課題と考えております。  

一方、防犯カメラの 設置に関しては、個 人のプライバシーの 面から周辺住民の

御理解を得ることや、正常に稼働しているかどうかの確認をどのようにしていく

のか、また、防犯上どこに設置すれば有効かというような管理運営面で整理しな

ければならない問題もあることを承知いたしております。  

このような問題を整 理した上で、犯罪の 効果的な抑止方策の 一つとして、警察

など関係機関と協議しながら検討していきたいと考えております。  

なお、議員がお述べ になっている公用車 へのドライブレコー ダーについては、

常時定点での監視ができないこと、または録画した場所・時間をどのように整理

して保存しておくのかというような課題があると思いますが、自販機への設置は、

周辺自治体でも導入されている実例もあり、取り組みやすい方法の一つと考えて

おります。  

次に、通学路の安全確保についてでございます。  

まず、通学路全般の安全対策に係る取り組みについて御説明申し上げます。  

現在、小学校の下校 時に実施しておりま す職員による青色パ トロール実施時に

おいての通学路安全点検、また、川西見守り隊にもお願いしながら、危険箇所等

がある場合は、学校、子どもたちに注意喚起を行うとともに、関係各所に改善に

ついての要望を行っているところでございます。また、川西小学校ＰＴＡ校外指

導部活動においても、月２回、児童の通学路における交通安全指導を行っていた

だいているところでございます。  

これからも子どもた ちの安全確保のため 、各種団体とも連携 を図りながら、通

学路の安全確保に努めてまいりたいと考えております。  

続きまして、議員お 述べの件についてで ございますが、通学 路に隣接する空き

家のシャッターが破損し、強風時に通学児童及び通行人に対し危険な状態である

との報告を受け、空き家状況を調査した結果、非常に危険な状態であり、通行者

に危害を与える可能性があると確認しております。また、当該家屋の管理者 を調

査したところ、家屋所有者は既に死亡しており、相続人が相続放棄された家屋で、

放 置 状 態 に あ り ま す 。 し か し 、 民 法 第 ９ ０ ４ 条 「 相 続 の 放 棄 を し た 者 に よ る 管

理」により、相続人が相続放棄を行っても、当該相続財産に対する管財人が選任

されるまで、当該相続財産を管理する義務が規定されていますことから、当空き

家の除却などに対応する場合、管理人との協議が必要となり、空き家等対策の推

進に関する特別措置法に基づいて実施する方法が妥当であると弁護士から助言を

いただいておりますので、現在、管理人の特定に取り組んでいる最中でございま

す。  

議員お述べの案件以 外にも、町内に倒壊 寸前の空き家があり 、近隣住民は毎日
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不安な日々を送られている空き家が存在しておりますが、当案件も管理人が特定

できず、行政が手を施すことができないのが現状であります。  

また、将来人口推計 から 、高齢化が進み 、人口減少となり、 空き家が増加する

と予想されており、空き家対策は全国的に問 題となっています。本町におきまし

ては、平成２７年度において自治会の御協力のもと、空き家現況調査を実施し、

空き家候補１８６件の結果を得ております。平成２８年度は、当調査結果をもと

に空き家対策協議会を設立、空き家対策計画を策定し、空き家候補の中から特定

空き家を選択、特定空き家の対策方法の検討を実施すると同時に、関連法令の制

定に向けて取り組んでまいる方針でございます。  

また、空き家対策計 画策定及び関連法令 制定により、特定空 き家管理人に対す

る告知、勧告、命令と、行政代執行に向けての手続を実施することで、町が特定

空き家の対応が可能となると同時に、除却費用についても国費の活用が可能とな

り、空き家対策の礎となると考えております。適切な管理が行われていない空き

家等が、防災、衛生、景観等の地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼし、住民

の命、身体、財産を保護し、生活環境の保全等、住民の安全を確保し、安心して

暮らせるまちづくりを目指すため、一日も早い対応に取り組んでまいる所存でご

ざいます。  

議   長（森本修司君）   福西広理君。  

３番議員（福西広理君）   まず、防犯カメラの設置に ついて、本町においても今後検

討すべき課題として認識していただいているものと理解いたしました。  

公用車へのドライブ レコーダーの設置に ついては、本町の犯 罪に対する意識の

高さを対外的に示すことにより、犯罪者に犯罪を踏みとどまらせることのできる

有効な犯罪抑止力になると考えます。また、職員の交通安全意識の向上も図れま

すし、１台当たり約１万円という比較的安価な値段で設置できますので、ぜひ前

向きに検討していただくことをお願いいたします。  

次に、通学路の安全 確保についてですが 、危険箇所について の調査を行い、関

連法令の制定に向けて取り組んでいただいているとお伺いできました。しかし、

早急に対処しなくては人命にかかわる可能性があると認識しながらも、法律に縛

られ、対応が遅くなっている場所があるということは、住民からしてみると理解

しがたいことであります。本来は家屋の所有者が管理しなければならないという

こと、また、行政が法にのっとって対処していかなければならないということは

重々承知しておりますが、人命にかえられるものではございませんので、この点

に関しましては、臨機応変に早急に対処していただくことをお願いいたします。  

以上です。  

議   長（森本修司君）   町長。  

町   長（竹村匡正君）   ドライブレコーダーの設置に関しましては、既に導入して

いる、もしくは導入を検討しているという市町村もございますので、その市町村

の状況、また効果を検証して考えてまいりたいと思います。  

また、通学路の安全 確保についてでござ いますが、先ほども 申し上げましたと
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おり、非常に難しい問題がございますけども、福西議員の提案に基づきまして、

できる範囲で対応してまいりたいと思っておりますので、よろしくお願い申し上

げます。  

以上です。  

議   長（森本修司君）   続きまして、１１番議員  芝和也君。  

11番議員（芝  和也君）   １１番、芝和也です。議長の許可を得ましたので、町長に

質問いたします。  

テーマは、同僚議員 からもありましたの と同様のテーマにな りますが、子ども

の貧困対策についてでございます。  

皆さん御承知のとお り、現下の経済状況 は依然厳しいままで 、その改善傾向が

見通せない状況にあることは、ほとんどの皆さんが日ごろ 体感なさっているとお

りであります。これに伴いまして、子どもの貧困率の推移をたどってみますと、

８０年代半ばごろからこっち、おおむね増加傾向にあることが厚生労働省の調べ

でも示されておりまして、直近のデータでいきますと、子どもの相対的貧困率が

現在１６ .３％とのことであります。これによりますと、６人に１人が貧困状態に

置かれていることになります。  

この間町長とも、自 治体の役割の一つと して 、子育て支援の 分野も含め、社会

保障の充実に向けてどう手を打っていくかなどについて議論を重ねてきていると

ころでありまして、御承知のとおり、子どもの医療費の拡充、学資の手だて、ク

ーラーの設置など学校設備の改善、学童保育の充実等々の取り組みの強化や設備

の改善や設置を求めているところであります。  

子どもの貧困の背景 には親の生活苦があ り、その背景にはさ まざまな社会問題

がついて回りますので、その解決には多方面からのアプローチが講じられなけれ

ばならない問題ですが、当の子どもには何の責任もない問題であることは言うま

でもありません。今日の社会問題としてその解決が迫られていることは、行政と

しても避けて通れない問題であります。  

そこで、子どもの置 かれている実情を ま ずはつぶさに調査を することが必要で

ありましょう。現在、子どもの貧困対策の推進に関する法律が施行後３年を迎え

るところでありますが、現時点での本町における調査や計画策定など、ございま

したら、その進捗概要をまずはお示しいただきたいと存じます。  

また、小中学生の貧困対策で欠かせない取り組みが就学援助制度でありますが、

この受給対象を拡大することは、親御さんの経済的支援策としては大いに役立つ

取り組みと心得ます。本町として、その権能を存分に発揮し、この基準を見直し、

強化することと、住民チェックをきちんと担保するためにも 、本制度を条例化す

ることにより、チェックが可能となる措置を講ずることを求める次第であります。  

以上、よろしくお願いいたします。  

議   長（森本修司君）   町長。  

町   長（竹村匡正君）   芝議員の御質問にお答えいたします。  

子どもの貧困対策についてでございます。  
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子どもの貧困対策に 関する町の取り組み や方針については、 安井議員に対する

答弁で申し上げたとおりでございます。  

また、子どもの置か れている状況の実態 調査や支援計画の策 定等に関する御質

問についてでございますが、県内では、今年度より奈良市、平群町の２市町が取

り組まれていると伺っております。本町といたしましては、２市町が行う実態調

査等の情報把握に努めるとともに、本町の各種データも含め、関係部署と共有し、

本町における子どもの貧困対策の取り組みに活用したいと考えております。  

次に、就学援助制度 についてでございま すが、制度の内容に つきましては、先

ほど安井議員への答弁でも申し上げましたように、本町では 、経済的な理由によ

り就学が困難な児童生徒の保護者に対し、就学に必要な費用の一部、給食費、学

用品費等について援助を行っております。この援助の対象者は、国においては生

活保護法によりその基準が設けられており、本町といたしましても、この基準を

もとに要綱を定め、運用しているところでございます。  

しかしながら、平成 ２５年に国の制度の 見直し等が行われ、 生活保護者の基準

が大幅に引き下げられましたが、本町では旧基準で運用することとし、就学援助

の対象者拡大に努めているところでございます。  

また、住民チェックが可能となる措置としての条例化についてでございます が、

内規的な要綱から規則化について検討をさせていただきたいと考えております。  

以上です。  

議   長（森本修司君）   芝議員。  

11番議員（芝  和也君）   とりあえず実情の調査、どないなったんのか、そういう状

況を把握せんことには手も打てませんので。その点では、県内の実施市町村の状

況も見ながら取り組んでいくという話でありました。  

まずは貧困の状況なんですけれども、厚労省調査では１６ .３％、６人に１人と

いう割合になります。国の示しているこの数値については、認識としてはとりあ

えず全体としてこうなんだなということにな ろうかと思います。確認なんですけ

れども、町長自身のこの辺の認識は、６人に１人というのは共有できると思うん

ですが、いかがでしょうか。  

議   長（森本修司君）   町長。  

町   長（竹村匡正君）   ＯＥＣＤの加盟国の調査で、我が国の貧困率が高い部類に

位置しているということでございますので、そのように認識しております。  

以上です。  

議   長（森本修司君）   芝議員。  

11番議員（芝  和也君）   そういう状況に置かれている子どもさんなんですけれども、

これはさまざまな背景があってそういう状況に置かれていますけれども、当の子

どもさん自身には全く責任はない、こうなりますし、だからこそ手を打つ ことが

社会的手だてとして必要なんだと、こういう話で今日の社会問題化ということに

なっていると思います。これについても町長も同様の御認識だと思いますが、い

かがでありましょうか。  
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議   長（森本修司君）   町長。  

町   長（竹村匡正君）   国でも子どもの貧困対策の推進に関する法律ということで

制定されたとおり、子どもの貧困対策は、子どもの 将来が生まれ育った環境によ

って左右されることのない社会を実現することと述 べておりますとおり、子ども

に罪のないことでございます。貧困の連鎖がないように努めていかなければなら

ないと認識しております。  

以上です。  

議   長（森本修司君）   芝議員。  

11番議員（芝  和也君）   当然の話だというふうに私も思います。先ほど安井議員の

質問の中で、２７年度の就学援助の実施数を町長がお示しでございましたが、手

持ちのデータがあればでいいんですが、２３年からその推移が出てるかと思うん

ですが、事務方からでもいいですので、本町の就学援助の推移、経年変化はどう

なっているか、お示しいただけるでしょうか。  

議   長（森本修司君）   教育長。  

教  育  長（山嶋健司君）   推移なんですけども、まず小学校・中学校、これは川西の

生徒全数を見ております。２３年度は小中学校 の子どもたちが６４９名で、うち

受給している率といいますと１０ .６％、２４年度は１２ .１％、２５年度がちょ

っと増えまして１４ .２％、２６年度が１３ .４％、２７年度が１２ .８％になって

おります。  

議   長（森本修司君）   芝議員。  

11番議員（芝  和也君）   ありがとうございます。お示しいただいたとおり、若干上

がり下がりはあるんですけれども、おおむね伸びて きている、膨らんできている

というのが傾向としては出ていると思います。これは、先ほどの厚労省のデータ

でも、この二十数年来、こっちに来るほど子どもの貧困率というのは高まってき

ていますので、その辺ではやはり増加傾向にあるというのが現下の状況だという

ことになってくると思います。  

今、町長もお示しいただきましたけれども、生活保護基準を国が下げたときに、

本町は御案内のとおり、従前の基準で引き続いてますので、就学援助に対しては

枠を広げて、捕捉範囲を広げてやっているということになっています 。そういう

点では大いに頑張っているところでありますし、県下の他市町村の取り組みでも、

その点においては同様の取り組みを皆続けているというところであります。自治

体によって就学援助の内容が、うちは国基準ということでいっていますけれども、

その基準となる生活保護基準から１ .５倍ぐらいまで、大体この間で市町村の取り

組みに違いが生じているのが今日の現状のようであります。  

これはアメリカの研 究データのようなん ですけれども、貧困 家庭の場合、現状

の収入に対して２５％増しぐらいの何がしかの手だてをした場合、それは児童の

いる世帯では特になんですけれども、子どものいろんな問題にお金が回っていく

という結果が出ているようであります。アメリカも日本と一緒で子どもの貧困率

が結構高いんですけれども、そういう状況にもあるようでありますので、結局、
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手だてをすることはそれなりに効果があるという一つのあらわれとして見ること

ができると思います。  

もう一つ、貧困状態 にある人の場合、所 得構成に占める 稼働 所得の割合、これ

を賃金依存率と言うらしいんですけれども、この指標でいきますと、児童のいる

世態の場合は、この率がおおむね９１％に達するということでありまして、働い

たほとんどの収入がとにかく生きていくために使っている率ということになるよ

うでありますので、なかなか余力がないというのが実態のようであります。  

こうしたことが現状 なんですけれども、 いずれにしても、起 因する原因はいろ

いろありますけれども、先ほど町長がおっしゃいましたように、国 が生活保護基

準を下げたときにも本町は従前どおり実施した、そういう取り組みをすることに

よって、手だてとしては生活困窮者に対しては大いにプラスに働いていると私は

理解しています。この点について、町長は手だてをすることはプラスになるとい

う御認識だと思いますが、そこをお伺いしておきたいと思います。  

議   長（森本修司君）   町長。  

町   長（竹村匡正君）   先ほどから、貧困が世代を超えて連鎖することのないよう

にということでございますので、特に子どもに関しましては、こういった形で手

だてをすることが必要ではないかなと思っております。  

以上です。  

議   長（森本修司君）   芝議員。  

11番議員（芝  和也君）   そういった手だては必要という認識でありましたので、こ

れをどう実情に生かしていくかということが、やっぱりこれからは問われてくる

問題であるというふうに思います。  

そういう点で、実情 の調査は欠かせない ものだというふうに 思います。学校の

先生にお伺いしましても、学校現場でもそういった日常の子どもの様子から一定

の判断はできると。過去、これまでの取り組みで 言いますと、そういった単発的

に先生が捉えた事案が発生したときは、ピンポイントで対処していってる状況が

これまでの状態だということでありました。特に学校として状況を把握する ため

の調査というのはやっていなくて、指標として学校が示せるとしたら、先ほど教

育長からお示しいただいた就学援助制度とか、そういった現行制度に乗っている

児童がどのぐらいいるのかというのは手だてとしては持っているけれども、それ

以外のことはまだなかなか突っ込んだことはできていないというのが実情のよう

でありますので、その辺、実情調査というのは一定意図的にしていかんことには、

制度はあくまでも申請ですので、なかなか見つけていくこともできませんし、そ

ういう取り組みは能動的に行政の側から働きかけて調査 ・検討というのは必要に

なってくると思います。  

現在踏み切った奈良 市と平群町の取り組 みを参考にするとい うことでありまし

たが、その取り組みを参考にしながら、具体的な本町での調査活動を通じて手だ

てを打つことによってプラスに働くわけですから、 ぜひ行政としてもそこは抜か

りなく進めていただきたいと思うんですけれども、その辺はいかがでしょうか。  
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議   長（森本修司君）   町長。  

町   長（竹村匡正君）   先ほどの答弁でもお答えしましたとおり、まず先行して取

り組んでいる市町がどういうような調査をやっているのかというのをしっかり分

析してまいりたいと思います。その上で、どういった手だてが本当に困っている、

特にお子さんに効果があるのかということをしっかり分析した上で、行政として

の手だてを考えてまいりたいと思っておりますので、よろしくお願い申し上げま

す。  

議   長（森本修司君）   芝議員。  

11番議員（芝  和也君）   手だては確かにそういう分析が必要だと思いますけど、分

析するためには、やっぱり実情を調査、川西町は川西町の実情調査―これは私が

感じているだけですけれども、都市部と本町のような農村地域といいますのか、

奈良盆地の国中の一市町村とでは状況はやっぱり大分と違ってくると思います。

社会的背景の状況が大分と違ってくると思いますし、そういう点で、学校の先生

も顕在化して子どもの貧困が明らかに起こってきているという状況にはなってい

ないというのが、先生が日ごろ子どもさんを通じて感じておられる統一した感覚

のようでありますので、そういう点で、なおさら実情調査というのは必要だなと

いうふうに私は思っているところであります。  

最後に就学援助制度 の条例化の問題です けれども、要綱実施 から規則にしてい

くということでありましたけれども、いずれにしても、条例 にすることで議決議

案になってきますし、必然的に住民チェックが働くという形になりますので、こ

ういった就学支援制度の内容については、きちんと条例化をして、住民の皆さん

にも示して、チェックが働く、そういう取り組みとして、就学援助基準を国が引

き下げても本町は従前どおり引き続き実施したわけでありますから、そういうこ

とも皆さんにつまびらかにわかるように示して、大いに実施していけばと存じま

すので、その辺、条例化について改めて求めるところであります 。最後にその御

所見をお聞かせいただいて、質問を終わります。  

議   長（森本修司君）   町長。  

町   長（竹村匡正君）   先ほどの答弁でも申し上げましたとおり、まずは要綱から

規則化へ対応させていただきたいと考えておりますので、よろしくお願い申し上

げます。  

以上です。  

議   長（森本修司君）   芝議員。  

11番議員（芝  和也君）   要綱から規則はわかりますが、条例化には何か引っかかり

がありますか。  

議   長（森本修司君）   町長。  

町   長（竹村匡正君）   住民チェックということなんですけども、住民の皆さんの

代表でございます議員の皆さんが要綱、規則について見て いらっしゃいますので、

まずはそれで十分ではないかなと考えておるところでございます。  

以上です。  
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議   長（森本修司君）   芝議員。  

11番議員（芝  和也君）   確かにそれで十分という町長の御意見は御意見かもわかり

ませんが、議決事案になるのとならんのとでは全然違いますし、内規はあくまで

も中でできますので、それを何ぼ我々議員が見ても、住民の皆さんも見ることは

できますが、ただ、「こうなってんのか」と言うて見るのと、きちんと決めると

いう住民チェックは大分と違うと思いますので、そこのところは十分に踏まえた

上で条例化へと進んでいただきたいと存じます。  

以上です。  

議   長（森本修司君）   これをもちまして一般質問を終わります。  

これより議事に入ります。  

お諮りいたします。  

日程第１１、承認第 ４号、平成２７年度 川西 町一般会計補正 予算の専決処分に

ついてより、日程第２７、同意第２号、川西町固定資産評価審査委員会委員の選

任についてまでの各議案につきましては、既に招集通知とともに配付しておりま

すので、各位におかれましては熟読願っている関係上、この際、議案の朗読を省

略したいと思いますが、御異議ございませんか。  

           （「異議なし」と呼ぶ者あり）  

議   長（森本修司君）   異議なしと認め、議案の朗読を省略いたします。  

お諮りいたします。  

日程第１１、承認第 ４号、平成２７年度 川西町一般会計補正 予算の専決処分に

ついてより、日程第２１、承認第１４号、企業職員の給与の種類及び基準に関す

る条例の一部を改正する条例の専決処分についてまでの１１議案を一括議題とし

たいと思いますが、これに御異議ございませんか。  

           （「異議なし」と呼ぶ者あり）  

議   長（森本修司君）   異議なしと認め、一括議題といたします。  

町長より提案理由の説明を求めます。  

町長。  

町   長（竹村匡正君）   それでは、今議会に上程いたしました議案等の提案要旨に

ついて御説明いたします。  

まず、今回専決して 執行いたしました平 成２ ７年度一般会計 、国民健康保険特

別会計、介護保険事業勘定特別会計、公共下水道事業特別会計 、水道事業会計の

補正予算につきまして御説明いたします。  

承認第４号、平成２７年度川西町一般会計補正予算についてでございます。  

まず、全体の概要を御説明します。２ページをお開き願います。  

歳入面では、税及び税関係交付金の収入見込みによる増減で ３ ,７８１万１ ,０

００円の増、地方交付税 は５ ,０９３万４ ,０００円の増、以降、事業実績に基づ

き、使用料及び手数料、国庫支出金、県支出金、寄附金、繰入金及び諸収入を減

額しました。  

次に、５ページから６ージを御覧ください。  
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歳出面では、ほとんどの費目で事業の執行残に伴う減額調整を行っております。

ただ、総務費においては、将来に備えて、その他の費目の減額分１億７ ,０８８万

１ ,０００円を基金に積み立てていますので、１億４ ,２５１万８ ,０００円の増額

となっております。  

それでは、内容の説明をしてまいります。  

１０ページを御覧ください。  

歳入の部につきまして、款１ .町税については、固定資産税及びたばこ税は減少

しましたが、法人町民税 が増えたことにより ６９万４ ,０００円の減額、款２ .地

方贈与税は３０７万１ ,０００円の増額、１ １ページを御覧ください、款３ .利子

割交付金は６７万７ ,０００円の減額、款４ .配当割交付金は３２５万５ ,０００円

の増額、款５ .株式等譲渡所得割交付金は ６５３万５ ,０００円の増額 となってお

ります。  

１２ページを御覧ください、款６ .地方消費税交付金は、県内消費の回復等によ

り２ ,０４４万１ ,０００円の 増額、款７ .自動車取得税交付金は ３５５万６ ,００

０円の増額、款８ .地方特例交付金は１０２万１ ,０００円の増額、款９ .地方交付

税は特別交付税の増により５ ,０９３万４ ,０００円の増額、款１０ .交通安全対策

特別交付金は８万５ ,０００円の減額となっております。  

１３ページを御覧ください。款１２ .使用料及び手数料ですが、一般廃棄物排出

量の減少により、１００万円の減額となっております。  

款１３ .国庫支出金ですが、実績により補正を行うもので、 主に地方創生加速化

交付金及び防災安全交付金等 の減により、３ ,６３１万４ ,０００円の減 額となっ

ております。  

１４ページをお開きください。款１４ .県支出金ですが、これも実績により補正

を行うもので、自立支援県負担金及び健康寿命を延長する取り組み推進モデル事

業委託金等の減により、５１５万円の減額となっております。  

１５ページを御覧ください。款１６ .寄附金ですが、ふるさと応援の寄附金が少

なかったことにより、６１万５ ,０００円の減額となっております。  

款１７ .繰入金では、地域集会所の建設及び道路整備事業等に係る原資として、

それぞれ自治振興基金及びまちづくり基金の取り崩しを予定しておりましたが、

当初予定より建設費等が少額で済んだことから、２ ,７５３万円の減額となってお

ります。  

款１９ .諸収入ですが、これも実績により補正を行うもので、福祉医療貸付金に

ついては、当初見込んでいた貸し付けを行わずに済んだこと、自治総合センター

コミュニティ助成金が不採択になったことにより、１ ,１３０万円の減額となって

おります。  

次に、歳出の部ですが、１６ページをお開きください。  

先ほど全体概要の中でも御説明いたしましたが、款２ .総務費では、基金の積み

増し及び各種事業の実績見合いによる 減で、都合、１億４ ,２５１万８ ,０００円

の増額としております。  



 - 30 - 

１７ページを御覧ください。款３ .民生費では、障害福祉サービス給付費等負担

金、更正医療費負担金、老人保護措置費及び保育所運営等の減等により、４ ,４３

１万８ ,０００円の減額となっております。  

１８ページをお開きください。款４ .衛生費では、予防接種委託料、ごみ処理委

託料の減等により、１ ,２６６万円の減額となっております。  

１９ページを御覧ください。款５ .農商工業費では、唐院工業団地周辺整備関連

設計委託料等の減により、４９１万４ ,０００円の減額となっております。  

款６ .土木費では、橋梁長寿命化対策工事、公共下水道事業特別会計への繰出金、

コミュニティスペース備品整備、公営住宅維持補修工事の減等により、４ ,７８９

万１ ,０００円の減額となっております。  

款８ .教育費では、川西小学校や文化会館の管理費等の減により、１ ,９３３万

２ ,０００円の減額となっております。  

２２ページをお開きください。款９ .公債費では、支払い利子において長期債の

実借り入れ額及び金利に差額が発生したことにより、 ６５６万７ ,０００円の減額

となっております。  

以上により、一般会計の歳入歳出につきましては６８３万６ ,０００円の増額補

正となり、この結果、平成２７年度の一般会計予算総額は、歳入歳出それぞれ ４

４億３２万７ ,０００円となります。  

なお、平成２７年度 一般会計の予算関係 としては、 先ほどの 報告第２号の繰越

明許費繰越計算書のとおり、総務費においては自治体情報セキュリティ強化対策

事業費、民生費においては臨時福祉給付金給付事業等について、２７年度分の事

業費を明許分として財源とともに繰り越しさせていただいております。  

次に、承認第５号、 平成２７年度川西町 国民健康保険特別会 計補正予算につい

てでございます。  

これは、歳出におい て 、主に一般被保険 者 療養給付、退職被 保険者等療養給付

費及び出産育児一時金の減、歳入においては、これに伴う国・県支出金及び交付

金、繰入金の増減等によるもので、歳入歳出それぞれ４ ,８００万円の減となって

おります。  

以上により、平成２ ７年度同特別会計予 算の総額は、歳入歳 出それぞれ １２億

１ ,７８７万８ ,０００円となります。  

次に、承認第６号、 平成２ ７年度川西町 介護保険事業勘定特 別会計補正予算に

ついてでございます。  

これは、歳出におい ては、主に居宅介護 サービス 、施設介護 サービス 及び介護

予防サービスの利用実績の 減に伴う給付金 ・負担金の減等でございます。歳入は、

歳出減に伴う国・県負担金等の減となっておりまして、歳入歳出それぞれ６１４

万１ ,０００円の減額となっております。  

以上により、平成２７年度同特別会計予算の総額は、歳入歳出それぞれ７億２ ,

７２８万４ ,０００円となります。  

なお、先ほどの報告 第３号の繰越明許費 繰越計算書のとおり 、介護保険システ
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ム改修事業について、２７年度分の事業費を明許分として財源とともに繰り越し

させていただいております。  

次に、承認第７号、 平成２ ７年度川西町 公共下水道事業特別 会計補正予算につ

いてでございます。  

これは、下水道整備 費及び下水道維持管 理 費の減及びそれに 伴う起債等の財源

の減によるもので、歳入歳出それぞれ１ ,４４３万５ ,０００円の 減額となってお

ります。  

以上により、平成２７年度同特別会計予算の総額は、歳入歳出それぞれ３億 ５ ,

５２４万９ ,０００円となります。  

次に、承認第８号、 平成２７年度川西町 水道事業会計補正予 算についてでござ

います。  

３ページを御覧願います。  

これは、収益的収入、第１款水道事業収益  第１項営業収益において、加入分担

金の減による１７１万円の減額、収益的支出、第１款水道事業費用  第１項営業費

用において、実績に伴う修繕費８５万９ ,０００円の減額、第２項営業外費用にお

いて、消費税及び地方消費税１４８万５ ,０００円の増額、４ページを御覧願いま

す、資本的支出、第１款資本的支出  第１項建設改良費において、実績に伴う工事

費７４０万円の減額補正をお願いするものでございます。  

これにより、平成２ ７年川西町水道事業 会計の収益的収入第 １款水道事業収益

は２億３ ,３７６万１ ,０００円、第１項営業収益は２億１ ,０１９万１ ,０００円、

収益的支出第１款水道事業費用は２億９２４万４ ,０００円、第１項営業費用は１

億９ ,０４５万３ ,０００円、第２項営業外費用は１ ,８４９万１ ,０００円、資本

的支出第１款資本的支出は６ ,７０３万１ ,０００円、第１項建設改良費は３ ,４０

５万２ ,０００円となります。  

続きまして、２８年 度予算において専決 して補正させていた だきました内容に

ついて御説明します。  

承認第９号、平成２ ８年度川西町住宅新 築資金等貸付事業特 別会計補正予算に

ついてでございます。  

５ページを御覧願います。  

これは、平成２７年 度会計の償還収入に 歳入不足が生じたた め、平成２ ８年度

会計から繰り上げ充用 により補塡するもので、歳入歳出それぞれ １ ,６７７万１ ,

０００円増額しようとするものです。  

以上により、平成２８年度同特別会計予算の総額は、歳入歳出それぞれ ２ ,４９

２万円となります。  

以上が予算関係の説明でございます。  

続きまして、専決いたしました条例について御説明いたします。  

承認第１０号、固定 資産評価審査委員会 条例等 の一部を改正 する条例について

でございます。  

これは、行政不服審 査法 等の施行に伴い 改正した固定資産評 価審査委員会条例
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について所要の追加改正を行うため、地方自治法第１７９条第１項の規定に基づ

き、専決処分としたものでございます。  

３枚目「条例の概要」を御覧願います。右の欄の概要を御覧ください。  

内容としましては、 引用条文の条ずれの 修正及び改正条例の 適用区分の見直し

を行うものでございます。なお、同条例の施行日は、平成２８年４月１日として

おります。  

次に、承認第１１号 、一般職の職員の給 与に関する条例の 一 部を改正する条例

についてでございます。  

これは、地方公務員 法の一部が改正され たこと に伴いまして 、地方自治法第１

７９条第１項の規定に基づき、専決処分としたものでございます。  

３枚目「条例の概要」を御覧願います。右の欄の概要を御覧ください。  

内容としましては、 地方公務員に対して 人事評価制度の導入 が義務化されたこ

とに伴い、勤勉手当の支給に人事評価結果の反映を行うものでございます。  

なお、同条例の施行日は、平成２８年４月１日としております。  

次に、承認第１２号 、川西町税条例等の 一部を改正する条例 についてでござい

ます。  

これは、地方税法等 の一部を改正する法 律の施行に伴いまし て、地方自治法第

１７９条第１項の規定に基づき、専決処分としたものでございます。  

３枚目「条例の概要」を御覧願います。右の欄の概要を御覧ください。  

内容としましては、 主に再生可能エネル ギー発電設備に係る 固定資産税の負担

軽減措置の拡充等を行うものでございます。なお、同条例の施行日は、平成２８

年４月１日としております。  

次に、承認第１３号 、川西町国民健康保 険税条例の一部を改 正する条例につい

てでございます。  

これは、地方税法施 行令の一部が改正さ れたことに伴いまし て、地方自治法第

１７９条第１項の規定に基づき、専決処分としたものでございます。  

３枚目「条例の概要」を御覧願います。右の欄の概要を御覧ください。  

内容としましては、 国民健康保険税負担 の公平の確保と低所 得者層の税負担の

軽減を図るための課税限度額の見直し及び税軽減対象世帯の拡大のための軽減判

定所得基準の見直しを行うものでございます。なお、同条例の施行日は、平成２

８年４月１日としております。  

次に、承認第１４号 、企業職員の給与の 種類及び基準に関す る条例の一部を改

正する条例についてでございます。  

これは、承認第１１ 号、一般職の職員の 給与に関する条例の 一部を改正する条

例と同様、勤勉手当の支給に人事評価の結果を反映させるため、地方自治法第１

７９条第１項の規定に基づき、専決処分としたものでございます。なお、同条例

の施行日は、平成２８年４月１日としております。  

以上が専決処分の承認を求めるものでございます。よろしくお願いします。  

議   長（森本修司君）   町長の説明が終わりました。  
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日程第１１より日程第２１の承認案についての審議に入ります。  

質疑ありませんか。  

芝議員。  

11番議員（芝  和也君）   それでは、専決議案に対して４点お伺いいたします。  

まず、２７年度一般 会計補正予算であり ますが、町長の御説 明にありましたと

おり、精算に伴う減額補正等をやって剰余金を基金に積む、例年どおりの処理が

なされているところでありますが、本町の財政的な体力として、それなりにこの

間温存してきているものと私は見ているわけでありますが、方向性といいますか、

目途としては、さらに備える必要ありというふうに見ているのか、その辺の財政

的な体力に対する御所見を賜りたいと存じます。  

次に、２８年度の補正予算で、住宅新築資金の補正予算についてであります。  

例年どおり、本年度 の補正も前年度の精 算によりまして歳入 不足が生じたのを

繰り上げ充用するための措置が講じられているものでありますが、そもそも歳入

不足が何で生じてきたのか。結果、この間ずっと続いているように、繰り上げ充

用することになったわけでありますけれども、こうした施策はそれなりに一定の

先進的な取り組みでありますから、今後の各種諸制度のためにも、何でこういう

問題になってきたのかというところを教訓化することが必要であろうというふう

に思っていますが、その辺、教訓はいかに置いておられるのでありましょうか。

お聞かせいただきたいと存じます。  

それから、１１号と １４号の職員給与の 条例改正についてで ありますが、これ

は人事評価の導入で出た、その評価結果を勤勉手当に乗せるということで、今年

のボーナスから影響することとなるようでありますが、評価を得るべく頑張る意

識を持って働こうということにつながるというか、そういった狙いがあるのかと

いうふうには思いますが、結果が給料に響くとなってまいりますと、評価を得て

くる、どんどん頑張っていこうというのは普通の発想から出てくるものかと思う

んですけれども、その辺、自治体職員、公務員労働というのは、物をつくる生産

労働ではありませんので、そういう点で言いますと、住民の皆さんに対して住民

の顔を向いて仕事をするべきところ、職務に従事するべきところを、評価を得る

べく、所属長の顔色を伺いながら、そういった方向になりかねないというふうな

ところを危惧しているわけであります。  

普通、給料に響いて くるということにな りますと、職員の心 理も大分複雑にな

ろうかと思いますが、そこら辺、町長御自身は、そういった職員心理状態も含め、

今般の取り組みをどういうふうに見ておられるのか、御所見をお聞かせいただき

たいと存じます。  

最後に国保税条例で ありますが、今般 の 改定に伴います町税 への影響額等、実

情をつかんでおられると思いますので、その辺を示していただきたいと存じます。  

また、今後国保は全 県一本になってまい りますので、その場 合、現在の４方式

の算定方式が３方式に移行していくということでありますが、そうした場合も今

般の改正で行うような事態が 、引き続き同様の皆さん、負担限度額が上がるから、
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上がった皆さんにはかぶるけども、あとには影響ないと。底辺を捕捉するから、

その捕捉範囲が縮まることなく、引き続き影響ないのかどうか、そこら辺のとこ

ろについて事情をお聞かせいただきたいと思います。  

以上です。  

議   長（森本修司君）   町長。  

町   長（竹村匡正君）   芝議員の御質問につきましては、各関係部局よりお答えさ

せていただきたいと思います。  

議   長（森本修司君）   総務部長。  

総務部長（西村俊哉君）   それでは、お答えさせていただきます。  

まず、１番目の平成２７年度の一般会計補正予算についてでございます。  

議員がお述べのように、３月末の専決補正で、減債基金で５ ,０００万円、まち

づくり基金に１億２ ,０００万円の積み増しを行っているものでございます。  

このような基金の状 況は財政上どのよう に評価するのか、そ して、積み立てが

今後も継続して必要かどうかというような質問の趣意であると存じます。  

まず、基金の総額に ついてでございます が、平成２６年度の 決算統計ベースで

基金総額は約４０億円程度となってございます。これは本町の標準財政規模の約

１ .５倍ほどになりますので、財政体力的な面では、短期的なものに限りますけれ

ども、税収の減などにも耐え得るものではないのかなというふうに考えておりま

す。  

次に、今後の積み立 ての必要性について でございますが、従 前より御説明いた

しておりますように、基金財源は、基本的には大規模事業における町単独負担分

への充当や公債費の増額、災害等での不時の出費、または、近々に示されたこと

ではございますが、消費税２％増税の再延長などによります交付税財源への影響

などに備えるべきものと考えております。  

大規模事業につきま して具体的に申し上 げますと、駅前事業 では、地上駅舎で

行うといたしましても、現段階で約１７億円ほどの事業費が予想されております。

また、築２０年を経ました文化会館の空調等の大改修にも、 今年度実施設計に着

手しているところでございますけれども、約４億円程度 の費用が必要であろうと

見込まれております。また、島の山古墳の整備にも今のところ約３億円近くの事

業費を見込んでおりますし、それ以外にも、デジタル化に向けた防災行政無線の

更新、広域消防行政への退職手当に係る負担増、今年度新たに設立されました県

北西部広域環境衛生組合に係る施設整備の負担や企業誘致に係る周辺のインフラ

整備、そういうようなところに多額の経費が見込まれているところでございます。  

加えまして、普通建 設事業の執行に当た りましては、交付税 の算入のないよう

な金利負担をしていくだけのような借り入れは行わずに、基金を原資とした対応

というものを今後考えております。  

また、２８年度予算 では、３月議会の折 に御説明いたしまし たように、認定こ

ども園に係る負担補助の財源としても約８ ,０００万円を既に地域福祉基金に依存

いたしておるところでございます。  
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このように、多くの 一般財源の支出が見 込まれる一方、高齢 化または人口の減

少による町税収の減が見込まれることや、今後の交付税税収につきましても多く

は期待できないというような現状にございます。そのようなことから、大規模事

業のためだけではなく、行政サービスを維持していくための備えとしても基金 が

使われていくものであるというふうに考えておるところでございます。  

以上のようなことを 踏まえまして、基金 の積み立てにつきま しては、決算剰余

金をベースとした形で、当面の間継続していくものというふうに考えております。  

以上でございます。  

議   長（森本修司君）   産業建設部長。  

産業建設部長（吉田昌功君）   続きまして、２８年度住宅新築資金の補正についてで

ございます。  

「住宅新築資金等貸 付金の繰り上げ充用 をすることになった のか」につきまし

ては、貸付金の償還が順当に推移していれば、繰り上げ充用処理の必要はありま

せん。しかし、順調に償還されている方の債権が終了するなど、償還による歳入

は減少していきますが、滞納分は残ってしまいます。平成１６年度までは貸付事

業債の償還額よりも貸付金償還額が上回っておりましたが、１７年度以降は貸付

事業債の償還額が上回っております。そのため歳入不足が生じており、繰り上げ

充用を行っております。  

現在は、貸付金償還 額が回収組合の努力 等により貸付事業債 の償還を上回って

おり、繰り上げ充用額が減少していくものと考えております。  

続きまして、今後の 各種制度の教訓とい たしましては、現在 のところ、町が貸

し付けを行う予定はございませんが、制度の説明及び申請時における審査の厳格

化により、回収の見込みを的確に判断し、趣旨にのっとった貸し付け等を行う必

要があると考えております。  

なお、住宅新築資金 等貸付金の回収につ きましては、今後も 回収管理組合に対

し、回収業務の強化のため、引き続き調査・交渉を行っていただくとともに、連

携を密にし、債権回収に取り組み、また国及び県の補助金対象となるように働き

かけていただき、あらゆる方法・対策を模索しながら滞納件数の削減に努めてま

いりたいと考えております。  

以上です。  

議   長（森本修司君）   総務部長。  

総務部長（西村俊哉君）   続きまして、職員給与条例についてお答えいたします。  

人事評価制度は、主 に職員の能力を最大 限に引き出し、効率 的な行政体制を整

備していくなどのために設けられたものでございまして、平成２２年度から平成

２６年度に試行をしてきたところでございます。  

評価される内容につ きましては、目標に 対する達成度（業績 評価）と、目標を

達成するためのプロセス（能力評価・態度評価）、これらの２つの事項で評価す

ることになります。このように、人事評価では、被評価者の職務上に見られた行

動や仕事の成果などの事実を評価基準に照らし絶対評価するものでございまして、
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職務以外での活動や実績は原則として評価の対象とはしないことになっておりま

す。  

また、評価方法につ きましても、課長が 面談を含めた１次評 価を行い、各部長

が２次評価者として評価をした後、評価結果を数値化するというふうなことにな

っております。評価に当たっては、各評価項目ごとの評価基準を 示したり、所属

間での評価のばらつきを調整するために、評価適正 化会議を実施して、複数の評

価者により評価の平準化も図っているところでございます。  

したがいまして、議 員が御懸念されるよ うな特定の評価者に よって個々の評価

が左右されるというようなことは考えにくいことでございます。また、同様に、

特定の評価者のために事務を行うというようなこともないのではないかというふ

うに考えております。  

以上でございます。  

議   長（森本修司君）   福祉部長。  

福祉部長（下間章兆君）   それでは、承認第１３号、川西町国民健康保険税条例の一

部を改正する条例の専決処分についてお答えします。  

今回専決処分させて いただきましたのは 、国民健康保険税の 賦課限度額につい

て、基礎課税分を５２万円から５４万円に、後期高齢者支援金等課税額を１７万

円から１９万円に引き上げる改正と、低所得者に対する国民健康保険税の軽減措

置の対象となる世帯の軽減判定所得について、５割軽減について「基準額３３万

円 ＋ ２ ６ 万 円 ×被 保 険 者 数 」 を 「 基 準 額 ３ ３ 万 円 ＋ ２ ６ 万 ５ ,０ ０ ０ 円 ×被 保 険

者」に、２割軽減について「基準額３３万円＋４７万円×被保険者数」を「基準額

３３万円＋４８万円×被保険者数」にすることで、軽減対象世帯の拡大を図るとい

うものでございます。  

国民健康保険税は、 御存じのように、医 療給付 費に対する税 の負担が過度とな

らないように政令で上限が定められており、市町村は、政令で定められている額

を上限として条例で課税額を規定しております。今回、地方税法施行令の一部を

改正する政令が平成２８年３月３１日に公布、施行期日を平成２８年４月１日と

されたことにより、専決処分させていただきました。  

今回の改正による影 響額についてで ござ いますが、平成２８ 年度の国民健康保

険税の課税の本算定は７月１日になっておりますので、平成２７年度の課税ベー

スで算定いたしますと、基礎課税分につきましては１４件２８万円、後期高齢者

支援分で１６件２９万６ ,０００円の合計 ５７万６ ,０００円の増額となると思っ

ております。  

また、軽減世帯につ きましては、２割軽 減が３世帯の増で５ 割軽減が７世帯増

加して、都合、軽減額は２９万４ ,０００円減額となると考えております。  

また、現在、所得割 、資産割、均等割、 平等割の４方式で課 税していますが、

奈良県一本化後の課税方式が、所得割、均等割、平等割の３方式に変わったとい

たしましても、応益保険税の５割軽減及び２割軽減の軽減判定には所得を基準と

することから、現在と変わりはないと考えております。  
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賦課限度額につきま しては、国のほうか らも示されておりま すので、現在と同

様の形になろうかなと考えております。  

以上です。  

議   長（森本修司君）   芝議員。  

11番議員（芝  和也君）   まずは財政体力についてであります。  

標準財政規模の１ .５倍と、基金はそれなりに積まれてきていますので、皆さん

一目瞭然のとおり見てはると思いますが、いろいろ出費がこれ からついて回るの

で、それに備えていくためには必要だと、こういう形でありました。いずれにし

ても、今後とも精算した後の剰余金を積んでいくという形は変わらないのかなと

いうふうには思いました。  

ただ、そういったハ ードベースだけでは なくて、ソフトサー ビスも含めて住民

サービス向上に資する取り組みに生かしていきたいと、こういうことでありまし

たので、そういう点でも大いに財源活用をやってもらったらいいと思いますし、

あと一点は、起債に頼らずに、貯めてたら、そのお金を使っていくという考え方

も示されていますけれども、物の考え方とし てはいろいろあろうかと思いますが、

やっぱり仕事をしていく上において、物を建てる、事業をして整備をしていく、

それを使っていくのは、それから後の住民みんなで使っていくということになる

わけですから、現時点のお金というよりは、まずは起債で借りて、使っていく者

みんなが後から返していくという考え方も基本の一つに置いてしかるべきだと思

いますので、その辺はすみ分けながら、十分に体力を生かした行政運営に努めて

いただきたいと思います。考え方として、その辺をお示しいただけたらと思いま

す。  

住宅新築資金であり ますが、 ちょっと聞 き方 も悪うございま したが、事務的に

は、「入」が足らんようになってきたさかい、 「出」を今年からまわりして、繰

り上げ充用で放り込んでいってるというのは、それはそのとおりやというふうに

思います。結局、何で「入」が入ってこんようになったのかということでいいま

すと、やっぱり滞納の問題があると思いますし、その滞納の発生事案については、

今後の教訓化のところで、貸し付けするときに審査の厳格化とか、そういうふう

なことできちんと見きわめていきたいという話もあったと思いますが、例えば普

通に家を建てるのに銀行ローンを借りるときに審査し てもらうというのは、そう

いう尺度やと思うんです。ところが、自治体が取り組むこういった貸し付け資金

というのは、ただ単に貸し付けをして、その利子で利益を得るという目的のため

にやる事業とは違うわけです。とりわけこの住宅新築資金制度は、同和対策事業

として、狭隘な地域での劣悪な住環境を早急に改善していかんなんということで、

一気に区画整理といいますか、環境整備もして、今日の状態に持っていくために

は、こういった資金を段取りをし、そして協力もいただいて事業を進めていくと

いう取り組みでありますから、制度としては全然悪くない、非常に進んだよい制

度だというふうに思います。問題は、滞納が発生するということにつながらない

ように、やっぱり密に―ただ単に貸して期日どおりに返済してくださいというだ
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けではなくて、きちんと返済も含めて面倒を見ると言うたらおかしいですけども、

見て回るだけのきめ細かな取り組みを持っていかんことにはあかんのではないか

というふうに思っております。  

同様の取り組みがい つ、どこで取り組ま れるかはわかりませ んが、いずれにし

ても、大規模災害等々、これからもいつ何どき起こってくるかわかりませんし、

この全国的に続いている中からいけば、やっぱり再建に向けてはそういった貸し

付け制度で復興・再建ということにもなっていく可能性も出てまいるでありまし

ょうから、その辺、教訓を十分生かしていく必要があるのではと存じます。  

その辺についての考 え、見方について、 町長の所見がありま したら、お聞かせ

いただきたいと存じます。  

それから、給与条例 についてであります が、これは、いずれ にしても心配要ら

んよと、こういうことでありました。人事評価はしたらええと思います。それを

給料に反映さすというのは、誰でも心理に影響して当たり前やと普通は思います

し、その結果が給料に乗ってくるわけですから、今までになかった心理状態にな

るのは当然ではないかというふうに思います。  

評価の客観性をきち んとしていくという 話でありましたけれ ども、人事評価、

評価は評価でしたらええと思いますけれども、わざわざ給料に乗せる必要がある

のかどうかというのが私は大いに疑問なんですけれども、何でこれを乗せていく

のかという点について、踏み切った狙いといいますか、思いをお示しいただきた

いと思います。  

それから、国保税条例についてであります。  

今回の影響額、税収 増になる分と減にな る分と、上下ありま すけれども、いず

れにしても今般の改定が一本化後は影響することなく、同じように働いていくと

いうことでありました。今回、低所得者の捕捉範囲を広げる、対象を広げるため

の措置がとられていますけれども、この間も町長と、底辺を どう支えていくかと

いうことで、後期高齢者の医療保険の分野でも議論を 重ねているところでありま

す が 、 町 長 の 一 つ の 考 え と し て は 、 「 国 保 は 一 部 の 人 だ け や 。 全 体 と し て は …

…」というふうなこともおっしゃるわけでありますが、仕組みとして、現在、国

民皆保険制度で、みんなが医療保険証を持っていて、お医者さんに診てもらえる

という制度になっていますけれども、それは、この国民健康保険制度があるから、

皆保険制度があとの社会保険とか組合保険とかいろいろある中で国民全体に行き

渡っている制度だというふうに認識しているんですけれども、この辺、現在の制

度の仕組みとして、一部ではなくて全体にしっかりかかってい るものだというふ

うに私は思いますが、事務当局としては、皆保険制度を支える仕組み上の、国保

があるから皆保険制度がしっかり支えられているという、そこのところの認識は

いかがお持ちか、聞いておきたいと思います。  

以上です。  

議   長（森本修司君）   町長。  

町   長（竹村匡正君）   芝議員のそれぞれの御質問にお答えします。  
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まず、基金の積み立 て の件に関しまして 、先ほど部長からも 申し上げましたと

おり、大規模事業等に備えるものであるということで、ハード面だけでなく、ソ

フト面も重視していただきたいという御趣旨であったかと思いますし、また、ハ

ード分野につきましては、後々の世代が利用するのであって、起債において対応

して、利用する人間が負担していくことが望ましいというような趣旨だったかな

と思います。  

これにつきましては 、今後川西町の将来 人口が減少していく ということも見え

ておりますので、将来に備え、むやみに歳出の拡充に走るべきではないのではな

いかというのが私の考えでございますし、また、ハード施設につきましては、次

の世代が利用するということでございますけども、やはり次世代の皆さんに対し

まして負担は極力抑えるべきであると考えておりますので、基金は今までどおり、

余った分については積み増ししていきたいと考えております。  

次の住宅新築資金に 関する件でございま すけども、議員がお っしゃいましたと

おり、これだけ滞納が増えたのは、その時々の債務者の方々の状況の変化を余り

見ていなかったのではないかというような趣旨だったかと思いますけども、まさ

しくそのとおりだと感じております。現在はこう いった貸し付け制度はございま

せんが、税金、そのほか各種の町から住民の皆様に対しましての債権がございま

すので、当然回収には力を入れていきますけれども、住民の皆様方の状況を見つ

つ、福祉分野の支援が必要であれば、そちらの支援へも導くといった対応をして

いきたいと考えております。  

次の職員給与条例に 関しましては、人事 評価することについ ては異論はないけ

ども、給与に反映させるのはどうかというような趣旨であったかと思います 。や

はり評価だけではなく給与に反映させることで、皆様方もしっかりと職務に励ま

れるのではないかと考えておる次第でございます。  

健康保険条例に関しましては、担当部局からお答えいただきたいと思います。  

議   長（森本修司君）   福祉部長。  

福祉部長（下間章兆君）   議員お述べのように、国民皆保険制度を構築している 上に

おきまして、国民健康保険というのは、その底辺を支えているということで、非

常に有効な制度だというふうに考えております。  

それゆえ、加入して いただいている世帯 につきましても、本 町の場合で言いま

すと、所得２５０万円以下の方が８４％ほど占めておられます。そのようなかげ

んで、先ほど言いましたように、医療給付に対 して税負担が過度とならないよう

に上限額を決め、また、所得のない人に 関しては、７割軽減、５割軽減、２割軽

減という形で国のほうもそういう施策を持っておりますので、町といたしまして

も、そういう施策を講じて制度を維持していくというような形になろうかと思い

ますけれども、国保は、加入している構造的な部分が、やはり低所得者が多いと

いうのが一番の難点でありまして、それは住民さんの責任でも ないし、行政の責

任でもないと。そういうことで、国の制度を活用しながら、そういう低所得者に

対する助成制度を構築していきたいと考えております。  
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いつも芝議員の言わ れるさらなる追加と いうのは、今のとこ ろ考えておりませ

んので、よろしく御理解いただきたいと思います。  

議   長（森本修司君）   ほかに質疑ありませんか。  

           （「なし」と呼ぶ者あり）  

議   長（森本修司君）   質疑がないようですので、 質疑を終わり、これより討論に

入ります。  

討論ありませんか。  

芝議員。  

11番議員（芝  和也君）   それでは、承認第 ４号、平成２７年度川西町一般会計補正

予算の専決処分についてより、承認第１４号、企業職員の給与の種類及び基準に

関する条例の一部を改正する条例の専決処分についてまでの１１本の承認案に対

する討論を行います。  

態度表明といたしま しては 、９号の住宅 新築資金の補正予算 案、それから、１

１号と１４号の職員給与の種類及び基準に関する条例案の３本は不承認とし、あ

とは承認する次第であります。  

まず、２７年度の一 般会計を 初め、国保 、介護保険、公共下 水道の特別会計、

水道企業会計につきましては、事業の精算に伴う会計上の処理を行うものであり

ますので、承認するものでありますが、一般会計におきましては、体力的にはそ

れなりに温存できていることからも、これから先の予算計上に当たっては、現下

の経済状況等も勘案し、いかにして住民生活向上に資する取り組みとして働くこ

とができるかを念頭に置いて、景気の浮揚策を初め、自治体として住民及び滞在

者の安全と教育・福祉の向上に資する各方面での取り組みに力を注がれんことを

求めまして、これらの各補正予算の専決処理は承認するものであります。  

次の２８年度の住宅 新築資金等貸付事業 特別会計予算の補正 でありますが、こ

れは、前年度の歳入不足を補うべく、繰り上げ充用して会計処理を行うものであ

り、自治法上は許容されている扱いではありますが、特異な処理であることは否

めません。従前からも議論は平行線でありますが、いずれにし ましても、変則的

に処理せざるを得ない状態になっている以上は、その旨をつまびらかにすること

は避けて通れませんし、貸付金の返済残が確定してから説明するとされている問

題でもありますから、滞り状況と今後の傾向はもうほぼ明ら かになっているとこ

ろであります。こうした一連の取り組みは、町が金貸し業を営み、利益を得るた

めに取り組んでいるものでは決してありません。それは、先ほども触れましたよ

うに、人為的につくり出されたいわれなき差別により狭隘な住環境に置かれてき

たことからも、その改善が緊急に求められる事案として特別に取り組まれた行政

施策にほかなりません。したがいまして、借り手の自立に向けた手だて等も含め、

返済に関しては遅滞なく行えるよう、しっかりとしたフォロー体制も含め、幅広

く手厚い取り組みがあってこそ、施策として有効に働くというもの であると存じ

ます。ここのところを行政としても今後に生かすためにも、大いに教訓化する必

要があるものと考えます。  
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これらも含め、住民 の理解と納得を得る べく、事の次第を明 らかにした上で会

計処理に当たるべきものと存じますので、こうした観点での取り組みが欠落した

ままでの会計処理は賛成できません。よって、本承認案は、不承認とする次第で

あります。  

次の１０号の固定資産評価条例は、単なる条項ずれの訂正、適用区分の見直し、

１２号の町税条例、１３号の国保税条例は、いずれも上位法の改正に伴う町条例

の改正であります。取り組みの中身がこれで十分かといえば、議論の余地は残り

ますが、その影響は従前と比べてプラスに働く改正でありますし、特段反対する

ものでもありません。  

特に国保税等で言う ならば、今後ますま す厳しさを増す経済 環境にあることか

らも、今般の税額軽減の捕捉対象の出現は容易に予想されることでありますので、

施策の充実に努めることが自治体としては大いに求められる分野になってきてい

ることでありましょう。また、この間議論を重ねている社会保障分野の比重は高

まることが必然でありますから、それに応じた予算の充当に努められんことを改

めて申し添え、これら３条例案は承認いたします。  

最後に、１１号と１ ４号の職員給与の種 類及び基準に関する 条例改正について

でありますが、これらはいずれも人事評価を勤勉手当において今年のボーナス時

から課すものでありまして、これにより、受け取る金額として違いが生じる問題

であります。成果に応じて対価として報酬を得るのは、今日の経済社会では当た

り前といえば当たり前かもしれませんが、事は住民に雇われている公務員の処分

というのもは、ものづくりでもありませんし、対価を得てサービスを提供するも

のでもありません。それは、全体の奉仕者として、市民生 活における広範な分野

に関して、それこそ対象とする住民がこの世に生を受けてから閉じられるまで、

生涯にわたって携わる仕事でありまして、対価という観点でははかれない分野に

属するものにほかなりません。だからこそ公平公正を旨とし、憲法と法律を遵守

し、これに照らして職務を全うするのが公務員労働でありまして、対価のあるな

しにかかわることなく、住民生活に付随する広範な分野にわたって必要なサービ

スが等しく提供されるわけであります。今般の改正は、ここに大きな隔たりが生

じる問題につながりかねませんし、公務員労働には全くそぐわない 措置と考える

ものであります。  

よって、職員給与に 関する本条例案は、 ２本とも承認するわ けにはまいりませ

ん。  

以上、今般提出の１１本の専決・承認案件に対する討論を終わります。  

議   長（森本修司君）   ほかに討論ありませんか。  

伊藤議員。  

４番議員（伊藤彰夫君）   承認第４号から承認第１４号まで全て賛成の立場で討論さ

せていただきます。  

まず、承認第４号か ら承認第８号の補正 予算につきましては 、年度の終わりに

かかりました精算が主な内容になっております。また、一般会計につきましても、
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余った予算を基金に積み立てるというのは当然の措置だと考えます。  

したがいまして、この４号から８号については承認いたします。  

続きまして、承認第 ９号、住宅新築資金 の補正予算について ですが、 住宅新築

資金の専決処分につきましては、債権回収の主体となっていただいている回収管

理組合とも密に連絡をとっていただいているということをお聞きしております。

現段階でとり得る会計的手段としては、繰り上げ充用が最も適当であると判断で

きますので、この件についても賛成いたします。  

それから、承認第１ １号、第１４号の職 員給与の人事評価の 反 映についてでご

ざいますが、人事評価制度というのは、もともと人を育てるのが目的と言われて

おります。評価によって点数をつけるだけではなく、その人を育てていくという

のが大きな役割だと聞いております。そして、それを勤勉手当に反映させるとい

うのも一つの目安になるかと思います。公務員にもやはりこういう制度は必要で

あると私は考えます。これにつきましても賛成いたします。  

ほかの条例３件につきましては、特に問題はなく、賛成するものであります。  

以上で終わります。  

議   長（森本修司君）   ほかに討論ありませんか。  

           （「なし」と呼ぶ者あり）  

議   長（森本修司君）   討論がないようですので、 討論を終わり、これより採決に

入ります。  

お諮りいたします。  

承認第４号より承認 第８号について、原 案どおり承認するこ とに 賛成の方の挙

手を求めます。  

           （挙手する者あり）  

議   長（森本修司君）   賛成全員により、 各案件は、 原案どおり承認することに決

しました。  

次に、承認第９号に ついて 、原案どおり 承認することに 賛成 の方の挙手を求め

ます。  

           （挙手する者あり）  

議   長（森本修司君）   賛成多数により、 本案件は、 原案どおり承認することに決

しました。  

次に、承認第１０号 について、原案どお り承認することに賛 成の方の挙手を求

めます。  

           （挙手する者あり）  

議   長（森本修司君）   賛成全員により、本案件は、原案 どおり承認することに決

しました。  

次に、承認第１１号 について、原案どお り承認することに賛 成の方の挙手を求

めます。  

           （挙手する者あり）  

議   長（森本修司君）   賛成多数により、本案件は、原案 どおり承認することに決
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しました。  

次に、承認第１２号 から第１３号につい て、 原案どおり承認 することに 賛成の

方の挙手を求めます。  

           （挙手する者あり）  

議   長（森本修司君）   賛成全員により、 各案件は、 原案どおり承認することに決

しました。  

次に、承認第１４号 について、原案どお り承認することに賛 成の方の挙手を求

めます。  

           （挙手する者あり）  

議   長（森本修司君）   賛成多数により、本案件は、原案 どおり承認することに決

しました。  

お諮りいたします。  

日程第２２、議案第 ３５号、平成２８年 度川西町一般会計補 正予算について よ

り、日程第２５、議案第３８号、川西町道路線の認定についてまでの４議案を一

括議題としたいと思いますが、これに御異議ございませんか。  

           （「異議なし」と呼ぶ者あり）  

議   長（森本修司君）   異議なしと認め、一括議題といたします。  

議案の朗読を省略し、町長より提案理由の説明を求めます。  

町長。  

町   長（竹村匡正君）   続きまして、 議案第３５号から議案第 ３７号までの平成 ２

８年度の一般会計及び国民健康保険特別会計補正予算並びにぬくもりの郷グルー

プホーム条例の一部改正について御説明いたします。  

まず、議案第３５号 、平成 ２８年度川西 町一般会計補正予算 についてでござい

ます。  

６ページをお開きください。  

歳入の部といたしま して、 地方創生加速 化交付金などの国庫 補助金や前年度繰

越金等が見込めることにより、３ ,５４１ 万１ ,０００円の増額をお願いするもの

でございます。  

歳出の部については、８ページをお開きください。  

款２ .総務費  項１ .総務管理費におきまして、特産品ＰＲの業務委託、地方創生

加速化交付金を利用した子育て支援や地域イベント事業及び地域農業に関する新

たな担い手育成の実施に要する経費１ ,６１９万９ ,０００円の増、項２ .徴税費に

おいては、町税等の滞納者に対する強制執行に伴う弁護士委託料１２０万２ ,００

０円の増、項４ .選挙費においては、参議院選挙事務従業者に関してアルバイトか

ら派遣業務委託に変更することに伴い、１３万８ ,０００円の増、総務費の合計に

つきましては、１ ,７５３万９ ,０００円の増額をお願いするものです。  

９ページを御覧ください。  

款３ .民生費  項１ .社会福祉費におきまして、英霊名簿損傷に伴う修繕費及びぬ

くもりの郷の給湯配管漏水に伴う改修工事に要する経費２８３ 万円の増、項２ .児
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童福祉費においては、ひとり親世帯などに対する保育所等の利用者負担額算定方

法の変更によるシステム改修委託料１１７万円の増、民生費の合計につきまして

４００万円の増額をお願いするものです。  

款４ .衛生費におきましては、妊娠期から子育て期の切れ目ない支援を行う川西

版ネウボラ推進事業を実施するため、妊婦訪問指導委託やネウボラルーム 用に保

健センター妊産婦相談室を改修する経費等１７８万８ ,０００円の増額をお願いす

るものです。  

１０ページをお開きください。  

款５ .農商工業費におきましては、結崎ネブカの新商品開発に要する経費補助１

５０万円の増額をお願いするものです。  

款６ .土木費におきましては、近鉄結崎駅舎等の基本計画策定経費８９５万４ ,

０００円の総額をお願いするものです。  

款７ .消防費におきましては、消防団員の退職による報償金支払い４３万８ ,０

００円の追加をお願いするものです。  

款８ .教育費におきましては、公立・私立幼稚園間の保護者負担額算定方法の変

更に伴うシステム改修委託料１１９万２ ,０００円の追加をお願いするものです。  

以上によりまして、歳入歳出それぞれ ３ ,５４１万１ ,０００円の増額補正をお

願いするものでございます。これにより、平成２ ８年度の一般会計予算の総額は、

歳入歳出それぞれ３９億５ ,０７６万４ ,０００円となります。  

次に、議案第３６号 、平成２ ８年度川西 町国民健康保険 特別 会計 補正予算につ

いてでございます。  

４ページを御覧ください。  

歳出といたしまして、款１ .総務費におきまして、平成３０年４月からの国民健

康保険制度改正に関連したシステム改修委託料２００万円の追加をお願いするも

のです。この経費につきましては、歳入として国の補助金を充当することとして

おります。  

以上によりまして、 歳入歳出それぞれ ２ ００万円の増額補正 をお願いするもの

でございます。これにより、平成２８年度同特別会計予算の総額は、歳入歳出そ

れぞれ１１億８ ,９６３万５ ,０００円となります。  

以上が平成２８年度の補正予算関係であります。  

続きまして、条例の一部改正等、予算外の議案等について御説明いたします。  

議案第３７号、ぬく もりの郷グループホ ーム条例の一部改正 についてでござい

ます。  

１枚おめくりください。  

これは、ぬくもりの 郷グループホームに おいて、短期間の指 定認知症対応型共

同生活介護の提供を可能とし、当該介護に伴う費用等を明記するために改正を行

うものでございます。なお、同条例の施行日は、公布の日からとしております。  

続きまして、議案第３８号、川西町道路線の認定についてでございます。  

これは、結崎３５６ 番１の道路について 町道認定をお願いす るものでございま
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す。  

よろしくお願いします。  

議   長（森本修司君）   お諮りいたします。  

ただいま説明のあり ました日程第 ２２、 議案第 ３５号、平成 ２８年川西町一般

会計補正予算についてより、日程第２５、議案第３８号、川西町道路線の認定に

ついてまでの４議案につきましては、１７日に審議したいと思いますが、これに

御異議ございませんか。  

           （「異議なし」と呼ぶ者あり）  

議   長（森本修司君）   異議なしと認め、１７日に審議を行います。  

次に、日程第２６、 同意第１号、川西町 公平委員会委員の選 任について 、日程

第２７、同意第２号、川西町固定資産評価審査委員会委員の選任について の２議

案を一括議題といたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。  

           （「異議なし」と呼ぶ者あり）  

議   長（森本修司君）   異議なしと認め、一括議題といたします。  

議案の朗読を省略し、当局の提案理由の説明を求めます。  

町長。  

町   長（竹村匡正君）   続きまして、 同意第１号、 川西町公平委員会委員の選任に

ついてでございます。  

現在、公平委員会委 員として就任してい ただいております福 井芳子委員の辞任

に伴う後任として、中川昌光委員の選任につきまして御同意を願うものでござい

ます。  

中川氏は、昭和２７ 年１１月１６日生ま れでございます。氏 は、奈良県職員と

して約４０年勤務されており、公務員制度に関する知識及び経験を有しておられ

ます。  

続きまして、同意第 ２号、 川西町固定資 産評価審査委員会委 員の選任について

でございます。  

現在、固定資産評価 審査委員会の委員と して就任していただ いて おります勝嶌

誠二委員の再任につきまして御同意を願うものでございます。  

以上でございます。何とぞ御同意賜りますよう、お願い申し上げます。  

議   長（森本修司君）   お諮りいたします。  

ただいま説明のあり ました 同意第１号及 び同意第２号 につい て 、質疑ありませ

んか。  

           （「なし」と呼ぶ者あり）  

議   長（森本修司君）   質疑がないようですので、討論を省略し、採決いたします。  

お諮りいたします。  

同意第１号、川西町 公平委員会委員・ 中 川昌光 氏の選任につ いて、同意するこ

とに賛成の方の挙手を求めます。  

（挙手する者あり）  

議   長（森本修司君）   賛成全員により、本案件は、原案 どおり同意することに決
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しました。  

次に、同意第２号、固定資産評価審査委員会委員・勝嶌誠二氏の選任について、

原案どおり同意することに賛成の方の挙手を求めます。  

           （挙手する者あり）  

議   長（森本修司君）   賛成全員により、本案件は、原案 どおり同意することに決

しました。  

ただいま同意いただ きました公平委員会 委員の中川昌光氏に お越しいただいて

おりますので、御挨拶を受けることにいたします。  

中川様、どうぞお入りください。  

（中川昌光君  入場）  

公平委員会委員（中川昌光君）   ただいま御紹介をいただきました、中川昌光でござ

います。  

川西町公平委員会委 員といたしまして、 私、微力ではござい ますが、職責の遂

行に最善を尽くしてまいりたいと考えておりますので、どうぞ皆様方の御指導、

御鞭撻を何とぞよろしくお願いいたします。  

甚だ簡単でございま すが、挨拶とさせて いただきます。あり がとうございまし

た。（拍手）  

議   長（森本修司君）   ありがとうございました。  

それでは、中川様、よろしくお願いいたします。  

（中川昌光君  退場）  

議   長（森本修司君）   続きまして、 ただいま町長より、同意第３号、 監査委員の

選任についてが提出されております。よって、この 際、これを日程に追加し、議

題とすることに御異議ございませんか。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

議   長（森本修司君）   異議なしと認めます。よって、本案件を日程第２８に追加

し、議題といたします。  

事務局長の朗読を求めます。  

議会事務局長（安井洋次君）   同意第３号  監査委員の選任について  

次の者を川西町監査 委員に選任したいた め、地方自治法第１ ９６条 第１項の規

定により、議会の同意を求める。  

住   所  奈良県磯城郡川西町大字結崎３６６番地の４  

氏   名  中嶋正澄  

生年月日  昭和１９年１２月７日  

平成２８年６月９日提出  

川西町長  竹村匡正  

以上でございます。  

議   長（森本修司君）   朗読が終わりました。  

お諮りいたします。  

本件については、会 議規則第３９条第２ 項の規定により、提 案説明を省略した
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いと思いますが、これに御異議ございませんか。  

           （「異議なし」と呼ぶ者あり）  

議   長（森本修司君）   異議なしと認めます。よって、本案件については、提案説

明を省略することに決しました。  

ただいま選任されま した中嶋正澄君は、 地方自治法第１１７ 条の規定により、

自己の一身上に関する事項でありますので、御退席をお願いいたします。  

（中嶋正澄君  退席）  

議   長（森本修司君）   これより本案件に同意を求める件を採決いたします。  

お諮りいたします。  

本件に同意することに賛成の方の挙手を求めます。  

           （挙手する者あり）  

議   長（森本修司君）   賛成全員により、監査委員の選任については、同意するこ

とに決しました。  

中嶋正澄君、入場願います。  

（中嶋正澄君  入場）  

（資料配付）  

議   長（森本修司君）   ただいまお配りいたしましたのが、変更後の川西町議会組

織表となっておりますので、御確認をお願いいたします。  

以上をもちまして、本日の日程は全て終了いたしました。  

本日の会議は、これ をもっ て散会といた します。なお、 明日 より１６日までは

休会とし、１７日午前１０時より再開いたします。  

本日は、どうもありがとうございました。  

（午後１時２４分  散会）  
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（午前１０時００分  再開）  

議   長（森本修司君）   皆さん、おはようございます。  

ただいまの出席議員 は １２名で、定足数 に達しております。 よって、これより

本会議を再開し、直ちに本日の会議を開きます。  

本日の議事日程は、 開会初日に決 定した とおりであります。 過日、当局より提

案説明が終わりましたので、これより審議に入ります。  

議案第３５号、平成 ２８年度川西町一般 会計補正予算につい てから、議案第 ３

８号、川西町道路線の認定についてまでの４議案について、質疑ありませんか。  

松村正則くん。  

１番議員（松村定則君）   第３７号議案のぬくもりの郷グループホーム条例の一部改

正についてであります。  

ぬくもりの郷グルー プホームの短期利用 、ショートステイの 利用の追加を規定

するもので、利用定員９名の中で空いている居室を利用して３０日以内の短期利

用を提供するとの解釈でよいのかと思いますが、現在、ショートステイのニーズ

も高く、認知症高齢者の家族支援の観点からも、短期利用者枠 を１名か２名と定

め、１０日以内の利用期間として、より多くの家族を支援していく必要があると

考えます。  

町長のお考えをお示しください。  

議   長（森本修司君）   町長。  

町   長（竹村匡正君）   本件につきましては、担当部局から御回答させていただき

ます。  

議   長（森本修司君）   福祉部長。  

福祉部長（下間章兆君）   それでは、私のほうから回答させていただきます。  

ただいまのグループ ホームの条例改正で ございますが、認知 症といいますと、

二、三十年前につきましては痴ほうと言われていまして、認知症に対する知識も

社会全体に乏しい時代がありましたが、現在では、たとえ認知症になっても適切

な援助を受けながら社会生活を継続して送る権利が保障されているという形です。  

一方で、日々お世話 されている御家族の 方は大変御苦労され ているということ

で、利用者家族にとっては、ショートステイやデイサービスは一定期間介護から

解放され、自分の時間を持つということができ、また、介護の負担軽減を図るこ

とができる認知症家族介護支援サービスとなっております。  

ショートステイは、 特別養護老人ホーム に併設された施設に 短期間入所してい

ただき、利用者家族の病気や冠婚葬祭、出張などで一時的に在宅介護が困難なと

きにも役立つと言われております。  

ぬくもりの郷グルー プホーム条例の改正 の趣旨につきまして は、松村議員がお

っしゃるとおりだと考えております。入居者が入院され、あるいは施設入所され

るなどで退所され、一時的に空き部屋ができた場合に、その居室の有効活用とし

て、グループホーム入所者が決定するまでの間に、利用定員の範囲内で、ワンユ

ニットでは９名となっておりますけども、１名に限り短期間で利用していただけ
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るといった厚生省の省令で定める基準枠を利用した改正となっております。利用

期間につきましても、ショートステイの基準に従って３０日以内とさせていただ

いているところです。  

そのようなことから 、ぬくもりの郷グル ープホームでは、認 知症高齢者の方が

共同生活をしていただく住居で、日常生活の世話や機能訓練などの住み慣れた地

域での生活を続けるために、地域の特性に応じた充実サービスを提供していきた

いと考えているところでございますので、短期利用につきましては御理解のほど、

よろしくお願いいたします。  

以上です。  

議   長（森本修司君）   松村議員。  

１番議員（松村定則君）   御回答ありがとうございます。ただ、３０日という規定を

しておられる場合、最長の場合は１カ月３０日利用されるのかなと。これを１０

日もしくは１週間とかいうふうに短い期間にしていただきますと、１名の利用者

が３名、４名と１カ月に増えるわけなので、その機会が町内の各家族さんに回る

のかなというふうに思っておりますので、最長期間をもう一度お考えいただけた

らと思います。  

以上です。  

議   長（森本修司君）   福祉部長。  

福祉部長（下間章兆君）   今、３０日という形で、あくまでも厚生省令で、ショート

ですので３０日以内という形になっております。グループホームでそういうサー

ビスを開始しますという形になりましたら、ケアマネージャーにも周知させても

らいまして、そういうニーズがありましたら、まずケアプランを立てていかなあ

きませんので、そういうところで調整していけたらという形で、あくまでも空い

ている期間の有効利用と、家庭で介護されてる家族の方の出張とか入院とか、そ

ういう短期にそういうことが生じた場合と思っております。  

今、議員が言われる ような形で、もし複 数の要望がありまし たら、そういう形

で調整とか、ケアプランを立てていただくときに検討していきたいなと。  

ただ、厚生省令で定 めて いるのは、ワン ユニット９名の定員 以内で、短期利用

については算入しないというように定めておりますので、条例につきましてもそ

れに沿っているという形でやっておりますので、御理解いただけたらと思います。  

議   長（森本修司君）   ほかに質疑ありませんか。  

芝議員。  

11番議員（芝  和也君）   それでは、私からもただいまのぬくもりの郷グループホー

ム条例並びに一般会計の補正予算で若干お尋ねをいたします。  

まず、一般会計であ ります が、今般、農 商工業費でネブカの 商品開発への補助

金が組まれております。これは販路の拡大ということで、いろいろな効果があろ

うかと思いますが、生産者に対する直接の手だてというのは考えていないという

のが、これまでのやりとりの中でのお答えであります。その辺、商品開発で販路

を拡大していくとか、いわゆる側面的な支援はたくさん組まれているんですけれ
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ども、そういった直接的な手だてに対して、商品開発同様に何がしかの手だてを

講じる必要があると心得ますが、この辺について、そういう考 えはないのか、お

尋ねをいたします。  

それから、都市計画 費であります。いよ いよ駅前周辺整備に 絡めたフューチャ

ーセッションが始まっていきます。今般、話題提供者というような対応で人員を

段取りしているようでありますが、フューチャーセッションのイメージなんです

けれども、自由闊達にオープンに住民の皆さんに参加をいただいて、 大いにみん

なで意見を交え、知恵を出して、まちづくりについて考えていく場というふうな

イメージ、認識をしているんですけれども、その辺、今般の話題提供者といいま

すか、そういう立場での人員配置ということになり ますと、一定の方向性を示し

て、そこに船が着くようにというふうなことにはならないのか、その辺の問題に

ついていかがお考えか、お尋ねをいたします。  

それから、ぬくもりの郷条例についてであります。  

ただいまの同僚議員 の質問とも重なる部 分もありますけれど も、いずれにして

も、空き部屋の活用ということで今般の条例改正が組まれていますが、今後の利

用状況にもよりますけれども、結局、ただいまの話も含め、そういった認知症の

短期入所のニーズが増えてきた場合、その対応策として規模の拡張等については

現時点で視野にあるのかないのか、その辺についてお尋ねをいたします。  

以上であります。  

議   長（森本修司君）   町長。  

町   長（竹村匡正君）   芝議員の御質問 それぞれにつきまして、担当部局から御回

答させていただきます。  

議   長（森本修司君）   産業建設部長。  

産業建設部長（吉田昌功君）   お答えします。農商工業費についてでございますけれ

ども、川西町の特産品であり、大和の伝統野菜の一つであります結崎ネブカの商

品化への環境整備、また販売促進媒体の整備や流通体系等を構築するとともに、

さらなるブランド力強化を促進し、市場競争力を養い、六次産業化であります食

品加工、流通、販売への組織づくりの調査研究を 、ふるさとものづくり支援事業

補助金を活用し、実施するものでございます。  

それから、ネブカ生産者に対する直接の手当 てについてでございますけれども、

結崎ネブカの生産につきましては、平成１８年に生産部会が発足いたしまして、

大和伝統野菜として認定されてから今日まで、生産と販路の拡大に鋭意努力され

ているところでございます。  

当町といたしまして は、結崎ネブカを地 域ブランドとして位 置づけ、結崎ネブ

カ生産組合に対しまして地域ブランド支援事業補助金を交付し、生産における病

害虫対策の研究・研修やマスコミＰＲ及びイベント出展等、ブランド力の向上や

生産の安定性を高める施策を推進しております。  

生産者個人につきま しては、県 中部農林 振興事務所から、病 害虫対策や農薬使

用に関する指導を行っております。また、国の経営所得安定対策事業の水田活用
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交付金におきまして、戦略作物枠に位置づけ、他の作物よりも有利に交付できる

ように図っているところでございます。  

今後も国及び県の交 付金を活用し、生産 者個人につきまして も安定した生産を

行えるよう努力いただきたいと考えております。  

以上でございます。  

議   長（森本修司君）   理事。  

理   事（藤井隆弘君）   私のほうから は、駅前整備のフューチャーセッションにつ

いて回答させていただきます。  

今回、本町は、結崎 駅周辺整備事業に対 しまして、議員お述 べ のとおり、より

広い意見を集約するために、川西町民、川西町在勤者、川西町出身者、結崎駅利

用者にお集まりいただきまして、創造的に結崎駅の未来について語り合う機会と

してフューチャーセッションを開催します。現在、広報川西６月号で参加者を募

集しております。  

平成２５年度に橋上 化をベースとする近 鉄結崎駅周辺整備基 本計画を策定いた

し ま し た が 、 そ の 際 に 、 「 高 齢 者 、 障 害 を お 持 ち の 方 に 対 す る 負 担 増 で は 」 、

「階段事故などに迅速な対応が可能か」、「死角発生による治安悪化や建築物に

よる日照悪化が起こるのでは」など、多数の御意見をいただきました。  

駅前整備は、町にとっては多額の事業費を費やしての一大事業であることから、

安全安心なまちづくりはもとより、まちのシンボルとなる駅、魅力ある駅、川西

町民が求める駅を町民みんなでつくることによって、利用者に愛着を持っていた

だけるような駅舎を含む駅前空間にしていければと考えております。そして、そ

のことで転入の増加が期待できればと考えているところでございます。  

芝議員の御質問の、 話題提供者を置くこ とで一定の方向に誘 導するのではとの

御懸念につきましては、話題提供者の役割は一定の方向に意見を導くことではな

く、参加者に対しての情報提供、実体験談による参考事例の紹介などを行うこと

と考えております。あくまでも参加者の意見を尊重しながら意見を集約し、住民

意見を反映させた計画をつくり上げていきたいと考えています。  

駅は住民の意見を尊 重してつくっていき たいと考えますので 、一定の方向に誘

導することはないものと思っております。  

最後に、議員各位に おかれましては、ぜ ひフューチャーセッ ションに御参加い

ただき、駅の未来、川西の未来を一緒に語っていただければと思います。  

以上です。  

議   長（森本修司君）   福祉部長。  

福祉部長（下間章兆君）   最後に、ぬくもりの郷グループホームに関して私のほうか

ら答えさせていただきます。  

グループホーム条例 の改正の趣旨につき ましては、先ほど松 村議員に回答させ

ていただいたとおりでございます。  

加えまして、芝議員 お述べの 「短期利用 のニーズがあるなら ば規模の拡大等 」

については、グループホームでの短期利用は定数の範囲内でワンユニットでは１
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名といった厚生省令で定める基準であり、短期利用 者枠を拡大するならば、２ユ

ニット、３ユニットという形の増床あるいは増設が必要になろうかと考えており

ます。  

平成２６年、２７年 の実績を見ますと、 グループホーム の短 期利用者の実績は

ございません。また、潜在的な短期利用のニーズを把握していないところではあ

りますが、例えば現状のぬくもりの郷の敷地内で面積等を考えますと、また現状

といたしましても、ぬくもりの郷グループホーム以外の町外のグループホームを

利用していただいている数につきましては、三宅町で４名、安堵町及び河合町で

各１名ずつの６名、合計１５名という形になっております。  

短期利用者のニーズ を先ほども把握して いないというように お答えさせていた

だきましたが、次期計画における今後のサービス見込み量につきましては、計画

策定の際に、今年度アンケート調査の実施を予定しておりますので、そのときの

調査結果も参考にしながら、次期介護保険事業計画策定委員会において、グルー

プホームの増床が必要かどうかという形での検討をいただくという形になります

ので、その計画の中で示していきたいというように考えておりますので、現状の

ところ、現ぬくもりの郷グループホームを増床あるいは増築というような形での

考えは持っておりません。  

以上です。  

議   長（森本修司君）   芝議員。  

11番議員（芝  和也君）   まず、ネブカの取り組みであります。  

これまでやってもら っている、そういう 側面的な支援の取り 組み、また、今般

の六次産業化に向けた取り組み、町としてブランド化をしている品物の促進に向

けて大いに手だてはとってもらっていると、これはそう思っているところです。  

要は、かねてから言 っていますように、 川西ブランドという ことで、現在少な

くない生産者の皆さんに頑張っていただいていますし、それがそういう川西のブ

ランドということからくる使命感でやっていただいている面が非違に多いように

も思います。これまでの議会の中でも、反当たり２００万 円ぐらいの利益になる

ということですから、そういった本腰を入れてやっていけば、それなりの利益に

もなりますので、そういう意味では直接的な支援を欲しいと思ってはるか、思っ

てはらへんかは別にしまして、ねぎらいの意味も込めて、気は心で、やっぱり生

産者に対する直接的な手だて、支援策というのはあってしかるべきではないか、

こう感じているところですが、その辺、そういった意味も含めて、手だてについ

ては考えに変わりありませんか。重ねてお伺いをしておきます。  

加えまして、生産と いうことで言います と、物 をつくって、 売って、飯食えて

何ぼと。やっぱりそれが生産者としての取り組みでありますから、そういう意味

で、本腰を入れて生産に携わってもらおうということで、町もバックアップして

つくっていくということになるならば、気は心だけにはとどめずに、価格保障的

な、そういう本腰を入れた取り組みが当然求められてくると、かように思います。  

この辺、すぐにどう のこうのということ ではありませんけれ ども、そういった
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本腰を入れた取り組み、生産者に対して価格保障も含めて町が全面的にバックア

ップして、打って出ていけるような、そういう形で、これをするかせんかは別に

して、策としてそういった方向で取り組む必要性があるのと違うかと、 こう考え

ますが、その辺、こういった手だて、策としてどうお考えか、町長の御所見をお

伺いしておきたいと思います。  

それから、駅前周辺整備のフューチャーセッションであります。  

懸念は無用というこ とでありますので、 それはそれでええ話 やなと、いきにい

ったらいいなと思っています。結構前向きにいろいろ物を考えて、イメージされ

てる皆さんがたくさん参加されると思いますし、そういう点では、みんなで知恵

を絞りながら育てていけるような、そういう場になっていくというふうに思って

いるところであります。  

このプランなんです けれども、金額で言 いますと、当初１５ 億円構想の駅舎改

築が  打ち立てられていて、議会でのやりとりをずっと続けてきまして、結局ここ

では１５億円構想を改めるということにはなりませんでしたけども、そうこうす

る中、奈良の木を使ってやってるいろんな取り組みの 奈良の木ブランドの中で探

してたら、現在の川西さんのプランに出会ったということで、そこでプランを示

してもらって３億円構想ということで、一気に歳出も ぐっと抑えられる、そうい

う方向になってきたというのが、これまでの経緯として聞いて いるところであり

ますが、これは偶然行き当たったという話で、結果、１５億円構想が３億円構想

に変わったということでありますから、その辺、議論を重ねた結果変わったとい

うことではありませんので、なかなか教訓化するのは難しいと は思うんですけれ

ども、偶然にしても、そうやって歳出が抑制できたと。今まで自分らのとこでな

かったプランを提示してもらうことによって、橋上駅構想から平屋建て構想でも

やっていけるなというふうに方向転換、がらっと変わったというのは、これから

ものづくりをしていく上で、いろいろと物を立案し、起案していく中で は考えて

いかんとあかん側面やと思うんですけれども、その辺、やっぱり教訓化をしてお

くことが、今後の取り組みに生かすこととしても大切だと感じている んですけれ

ども、その辺、どう受けとめておられるか、御所見をお伺いしたいと思います。  

それから、最後、ぬくもりの郷グループホーム条例についてであります。  

今般は空き部屋の活用ということで、国の省令を利用して―条例化しておかん

ことにはその利用ができませんので、そういうことでの改定ということで、それ

はそれでわかる話でありますが、ニーズを把握していないということで、次の事

業計画に向けてアンケートをとって、その辺で出てきた中から検討の俎上には乗

せていきたいということでありましたから、大いにニーズの把握にも努めてもら

うことは必要だというふうに思います。  

いずれにしましても 、要介護の対象人口 は今後増えていくと いうことで、全体

のパイは膨らみます。そうなりますと、利用対象となる人も当然出てくるという

ことになろうかと思います。ただ、施設の運営でいきますと、うちのぬくもりの

郷以外に近隣にも同様の施設がありますから、そんなんを利用して、官民合わせ
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て皆さんに利用してもらうということになるんですけれども、民間でいきますと、

やっぱり利益率との関係もあって、なかなか厳しい側面もある。そういう点では、

ニーズが出てきたときに施設が対応でき得るかどうか、それも当然経営の観点か

ら、民間任せにしておくとそういうことにならざるを得ませんので、そういう点

では、官としてしかるべき手は打つ必要があるだろうというふうには思います。  

その辺、やっぱり用 意があるのと ないの とでは大分違います から、ニーズを把

握していくということでありましたけれども、需要が出てきた場合、しっかり需

要に対応できるような用意、手だてを町として持っておくことは必要と考えるわ

けであります。その辺、町としてどう責任を負うていくのかについて、改めて構

想をお聞かせいただきたいと存じます。  

以上です。  

議   長（森本修司君）   町長。  

町   長（竹村匡正君）   まず、農商工業費の件でございますけども、現在、直接的

な手だてといたしましては、国の交付金事業でございます水田活用の直接支払い

交付金という形で、各事業者さんに交付されておりますけれども、本町といたし

ましては、従来から申し上げていますとおり、側面的な支援はしていきたいと思

いますけども、特定の業種の特定事業者・特定個人への補助は考えておりません。  

次に、都市計画費で ございますけども、 たまたま今回、話題 提供者の方に偶然

行き当たったといえば偶然行き当たったわけではございますけれども、かねてか

ら駅前整備に関しましては、広く住民の皆さんの意見を聞くと申し上げていまし

たとおり、今回フューチャーセッションという形で住民さんの意見を聞く場を設

けた次第でございます。  

次のぬくもりの郷グ ループホーム条例に 関しましても、短期 の利用者さんにつ

きましては、今後運営していく中でニーズを 捉まえたいと思っております。芝議

員は常に公立のほうが住民さんのニーズに応えられるようなお話をされてはおり

ますけども、私といたしましては、民間の経営のほうがより住民さんのニーズに

応えられるのではないかと思っておりますので、基本的には民間でやっていただ

きたいと考えておる次第でございます。  

以上です。  

議   長（森本修司君）   芝議員。  

11番議員（芝  和也君）   ネブカの個人に対する価格保障の話、いわゆ る側面的支援

はしているけども、今は国からの手だてとして出てるやつだけが個人に行ってる

ということで、あとは側面的支援と。特定の人に対して個人補償していくことは

せえへんと、こういうことやったかと思います。それはそれとして従来からの話

なんですが、結局、本腰を入れてやるんやったら、町としても価格保障的に生産

者を全面的にバックアップしてやっていくような手だてを打たんと、産業政策と

しては前向いて行かへんでと、こういうことでお伺いしていた、この辺の策とし

て―するかせんかは別として、策としてそういう地域づくり、まちづくり、 生産

者の活性化に向けた価格保障策というのは役所の取り組みとしていかがお考えか、
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それを聞いておきたいと思います。  

議   長（森本修司君）   町長。  

町   長（竹村匡正君）   今までどおり、ブランド力を高めることによって結崎ネブ

カの価格をほかのネギよりも高めに維持していきたいとは思っておりますけれど

も、町として価格保障するような意思はございません。  

以上です。  

議   長（森本修司君）   ほかに質疑ありませんか。  

           （「なし」と呼ぶ者あり）  

議   長（森本修司君）   質疑がないようですので、質疑を終わり、これより討論に

入ります。  

討論ありませんか。  

芝議員。  

11番議員（芝  和也君）   それでは、過日の本会議で上程されました、ただいま審議

のありました平成２８年度の一般会計、国保会計のそれぞれ補正予算、ぬくもり

の郷グループホーム条例の一部改正案、道路線の認定案の３５号から３８号まで

の４議案に対する討論を行います。  

態度表明は、いずれも賛成の立場からのものであります。  

まず、一般会計であ りますが、予算編成 時には予測できなか った問題が生じた

ことによる対応策でありまして、損傷し た名簿等の修繕や施設の水漏れ等の修繕

などの発生事案に対応する対策もありますが、地域創生として１００％国庫負担

の取り組み等にも手を挙げて、乗ることができれば活用できる取り組みも含まれ

ています。自治体の務めとしましては、これらを活用し、積極的に地域の活性化

に努めることは大切な取り組みであります し、ネブカの販路拡大としても有効に

働くことが期待できますので、漏れることなく活用できるよう、あらゆる可能性

を見出す取り組みとしてバックアップは必要と心得ます。  

加えて、地産地消に つながる策も知恵を 絞って見つけていく ことも大 事な取り

組みになってくる問題ですので、決して欠いてはならない問題と心得ます。  

折しも、町長だけと ではありませんが、 竹村さんも含めまし てかねてより議論

を重ね、その開催を求めてまいりましたタウンミーティングがこのほど始まりま

したので、これらも大いに活用していく中で、その辺の知恵をみんなで出し合う

場となる可能性も秘めていると存じます。この辺、せっかくの取り組みですから、

単発で終えずに通年の取り組みとして定着を図っていくことが大切な問題と心得

ます。ぜひ今後のまちづくりに向けて大いに生かされんことを求めておきます。  

次に、国保会計の補 正でありますが、こ れは、３０年から国 保事業が全県一本

化されることに向けての施設の整備でありまして、必要な予算が計上されている

ものであります。国保に関しましては、一本化後の内容がまだつまびらかにはな

っていないこともあり、町としては、住民利益にかなうべく対処することが当然

の務めとはなりますが、その処し方が現時点では見きわめられないのが現状のよ

うでありますので、その辺、固まり次第、持てる権能を存分に生かして、現行制
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度に比しても少しでも住民生活の向上に資する方向に働くよう、策を講じること

を求めるものであります。  

ぬくもりの郷グループホーム条例でありますが、空き部屋を有効活用するべく、

それに必要な条例改定であります。これはこれで必要な策でありますが、今後の

ニーズにもよりますが、待機者が常態化するような事態は決してよろしくありま

せんので、その辺の状態を今後見きわめながら、先手先手で策を講じ、備えあれ

ば憂いなしではありませんが、求めがあれば応じられる状態で運営なされんこと

を改めて求めておくものであります。  

あと、道路線の認定 を含め、今般上程の ４議案に対しまして は、いずれも賛成

するものであります。  

今般の条例改定並びに補正予算の成立により、住民の意に沿い、願いに応える、

身近で役立つ川西町として、それぞれの取り組みが大いに住民生活に寄与するこ

とを念願し、賛成討論といたします。  

議   長（森本修司君）   ほかに討論ありませんか。  

        （「なし」と呼ぶ者あり）  

議   長（森本修司君）   討論がないようですので、討論を終わり、これより採決に

入ります。  

お諮りいたします。  

議案第３５号から議 案第３８号までを一 括採決したいと思い ますが、御異議ご

ざいませんか。  

（「異議なし」と呼ぶ者あり）  

議   長（森本修司君）   異議なしと認め、一括採決いたします。  

お諮りいたします。  

議案第３５号から議案第３８号について、賛成の方の挙手を求めます。  

        （挙手する者あり）  

議   長（森本修司君）   賛成全員により、各案件は、原案のと おり可決 いたしまし

た。  

以上をもちまして、本定例会の日程は全て終了いたしました。  

閉会に当たり、町長より閉会の挨拶を受けることにいたします。  

町長。  

町   長（竹村匡正君）   平成２８年川西町 議会第２回定例会の閉会に当たり、一言

御礼を申し上げます。  

本議会に提出いたし ました各議案につき まして慎重に御審議 を賜り、全議案に

つきまして議決いただきましたことに厚く御礼申し上げます。  

審議を通じ議員各位 から賜りました御意 見、御指摘を真摯に 受けとめまして、

今後の町政に取り組んでまいりたいと考えておりますので、議員各位におかれま

しては、より一層の御指導、御協力を賜りますことをお願い申し上げまして、閉

会に当たっての御礼の挨拶とさせていただきます。  

ありがとうございました。  
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議   長（森本修司君）   これをもちまして、平成 ２８年川西町議会第２回定例会を

閉会いたします。  

ありがとうございました。  

            （午前１０時３２分  閉会）  
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(議決の結果) 
   

議案番号 件           名 議決月日 審議結果 

選挙第１号 議長選挙について 6月9日 原案可決 

選挙第２号 副議長選挙について 6月9日 原案可決 

選挙第３号 議会選出の委員の選挙について(式中組合議員) 6月9日 原案可決 

選挙第４号 山辺・県北西部広域環境衛生組合議会議員の選出について 6月9日 原案可決 

選挙第５号 奈良県広域消防組合議会議員の選出について 6月9日 原案可決 

選挙第６号 国保中央病院組合議会議員の選出について 6月9日 原案可決 

承認第４号 平成２７年度川西町一般会計補正予算の専決処分について 6月9日 原案承認 

承認第５号 
平成２７年度川西町国民健康保険特別会計補正予算の専決処

分について 
6月9日 原案承認 

承認第６号 
平成２７年度川西町介護保険事業勘定特別会計補正予算の専

決処分について 
6月9日 原案承認 

承認第７号 
平成２７年度川西町公共下水道事業特別会計補正予算の専決

処分について 
6月9日 原案承認 

承認第８号 
平成２７年度川西町水道事業会計補正予算の専決処分につい

て 
6月9日 原案承認 

承認第９号 
平成２８年度川西町住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予

算の専決処分について 
6月9日 原案承認 

承認第10号 
固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例の専決処

分について 
6月9日 原案承認 

承認第11号 
一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の専

決処分について 
6月9日 原案承認 

承認第12号 川西町税条例の一部を改正する条例の専決処分について 6月9日 原案承認 

承認第13号 
川西町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の専決処分

について 
6月9日 原案承認 

承認第14号 
企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正す

る条例の専決処分について 
6月9日 原案承認 

議案第35号 平成２８年度川西町一般会計補正予算について 6月17日 原案可決 

議案第36号 平成２８年度川西町国民健康保険特別会計補正予算について 6月17日 原案可決 

議案第37号 ぬくもりの郷グループホーム条例の一部改正について 6月17日 原案可決 

議案第38号 川西町道路線の認定について 6月17日 原案可決 
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同意第１号 川西町公平委員会委員の選任について 6月9日 原案同意 

同意第２号 川西町固定資産評価審査委員会委員の選任について 6月9日 原案同意 

同意第３号 監査委員(議員)の選任について 6月9日 原案同意 

 


